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令和７年 第３回定例会

予算決算常任委員会記録（第３号）
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午前１０時００分 開議

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は27名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

昨日に引き続き、議案第99号令和６年度弘前市

一般会計歳入歳出決算の認定についてを審査に供

します。

まず、７款商工費に対する理事者の趣旨説明を

求めます。

◎商工部長（岩崎 文彦） ７款商工費の決算に

ついて御説明いたします。

決算書の112ページから121ページの１項商工費

は、商工部、観光部、市民生活部及び岩木総合支

所に係る経費であり、予算現額26億1582万9732円

に対しまして、支出済額は24億2149万7626円で、

１億9321万3106円の不用額となっております。
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不用額の主なものを申し上げます。

114ページの２目商工振興費18節負担金、補助

及び交付金の7330万9117円は、小口零細企業特別

保証融資制度保証料補助金などが見込みを下回っ

たことによるものであります。

115ページの20節貸付金の9683万136円は、工

場・ＩＴ整備資金融資制度の新規貸付けがなかっ

たことによるものであります。

121ページから126ページまでの２項公園費は、

都市整備部に係る経費であり、予算現額16億7802

万3226円に対しまして、支出済額は15億5072

万2090円、翌年度繰越額は１億409万6172円

で、2320万4964円の不用額となっております。

翌年度繰越額の継続費逓次繰越は、弘前城重要

文化財保存修理事業及び弘前城天守等防火対策計

画策定業務委託料に係るものであります。

翌年度繰越額の繰越明許費は、弘前公園管理工

事、公園管理車両更新事業、弘前城本丸排水工事

及び公園施設長寿命化対策事業に係るものであり

ます。

不用額の主なものを申し上げます。

121ページの２目弘前公園管理費２節給料の599

万7839円は、会計年度任用職員の欠員によるもの

であります。

以上で、７款商工費についての説明を終わりま

す。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本款につきまして

は、７名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎１７番（千葉 浩規委員） ７款２項３目、決

算書124ページ、工事請負費、都市公園整備工事

についてです。

まず、この整備工事の内容について答弁をお願

いします。

◎公園緑地課主幹（小山内 渉） 都市公園整備

工事の内容といたしましては、国の補助金を活用

しながら行っているものとして、一つ目は、弘前

市公園施設長寿命化計画に基づいて、遊具等の更

新を行う公園施設長寿命化対策事業。

二つ目は、地元の意見を聞きながら、地域の

ニーズに合った公園の再整備を行う地域の公園再

生事業があります。

このほか、国の補助の対象とならない公園施設

の更新や、破損した部分の補修などは都市公園整

備事業として実施しております。

◎１７番（千葉 浩規委員） 計画に基づいて更

新しているということでしたけれども、公園の施

設の中では急な破損とかがあるかと思うのです

が、そういった場合にどのような対応をしている

のか、答弁をお願いします。

◎公園緑地課主幹（小山内 渉） 公園を安全に

利用してもらうため、定期的に公園の見回りを行

うほか、地元町会からの情報により、破損や不具

合を発見した場合には、補修工事や更新工事を

行っております。

危険な状態だと判断したときは、補修や更新工

事等を行うまでの間、利用者への周知と危険防止

のため、立入禁止テープなどを設置し、事故防止

に努めております。あと、緊急なものに対して、

急遽直すものの順番を変えたりということもあり

ます。

◎１７番（千葉 浩規委員） 現在、小比内公園

においては、あずまやの屋根が破損して、立入禁

止のテープが張られて、使用できない状況にあり

ます。近隣の地元町会より修繕を求める要望書が

市に対して出されたはずなのですが、まだ修繕さ

れていないということなのですけれども、この小

比内公園の破損したあずまやの修繕を今どのよう

に考えているのか、答弁をお願いします。

◎公園緑地課主幹（小山内 渉） この７月に、

周辺５町会の町会長より、あずまやの修繕に関す



－ 390 －

る要望書が提出されております。

小比内公園は、市内に８か所ある近隣公園の一

つで、地域の憩いの場として利用されている周辺

町会の重要な公園と認識しております。

あずまやにつきましては、利用者に安らぎを与

えてくれる必要な休憩施設であります。破損のた

め立入禁止としているあずまやは、屋根全体の張

り替えが必要な状態であり、補修工事を行うまで

は、もう一つあるあずまやを利用していただき、

令和８年度には工事を実施できるよう努めてまい

りたいと思っております。

◎１７番（千葉 浩規委員） 令和８年度に工事

が実施できるよう努めるということでしたけれど

も、小比内公園は、五葉会館という、その町会の

集会所もある、まさに拠点となる公園でもありま

すので、ぜひとも実現できるように頑張っていた

だきたいと思います。

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来。

◎８番（樋川 篤子委員） 私からは７款１項２

目、企業立地推進事業、決算書は113ページ、説

明書は154ページになります。

691万9000円で日本立地センターに策定を委託

した企業立地戦略プラン策定等業務委託について

簡単な概要をお願いします。

◎産業育成課長（澁谷 卓） 本業務の内容でご

ざいますけれども、当市を取り巻く産業立地の動

向を捉えまして整理したほか、市内外の企業

約1,000社に対し、ニーズアンケートの調査を

行ったところでございます。

また、この調査結果を踏まえ、当市への産業用

地の需要状況について現状分析を行いまして、本

市の地域特性に合った基本戦略や具体的方策を検

討し、企業立地戦略プランの素案を策定したもの

でございます。また、そのほか、今後の企業誘致

及び産業用地の開発について、アドバイスや情報

提供などのサポートも受けたところでございま

す。

企業立地戦略プランでは、当市の企業立地にお

ける方向性や取組の具体的な内容といたしまし

て、企業立地のターゲット業種・分野について、

健康医療関連産業、ものづくり産業、国が支援す

る成長産業、物流関連産業、情報サービス関連産

業としたほか、アンケート調査の結果などから、

一定の土地利用ニーズがあったことを踏まえ、新

たな産業用地の確保に向け、取り組んでいくこと

としたところでございます。

◎８番（樋川 篤子委員） 現在、当市に関心を

持っている企業というのはどれぐらいあるので

しょうか。

◎産業育成課長（澁谷 卓） 現在、当市への企

業立地に関する相談、問合せ件数につきまして

は、令和４年度及び５年度が各17件、令和６年度

は18件となってございます。

業種で申し上げますと、製造業が７件、情報

サービス関連産業が13件、その他１件となってご

ざいます。

市ではこれらのうち複数の企業と継続的に誘致

活動を進めておりますが、当市の特色や企業立地

促進費補助金などの支援策を積極的にアピールす

るとともに、進出時の課題解決など、企業への幅

広い細かなサポートを引き続き行いながら、企業

立地の実現に向け取り組んでまいります。

◎８番（樋川 篤子委員） 既存の工業団地、産

業団地が全て分譲済みとのことです。

先日、一般質問で佐藤哲議員への答弁で、今年

の６月、産業用地整備促進伴走支援事業に採択さ

れたということの答弁がございました。ここでス

ピード感を持って、用地確保を進めていただきた

いと思うのですが、この誘致活動というのは、ど

ういうふうに行っているものでしょうか。

◎産業育成課長（澁谷 卓） 誘致活動につきま
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しては、これまで、当市では工業団地、産業団地

は完売してございまして、その後につきまして

は、民間所有の工場跡地や空き地の情報収集など

を行いまして、企業へ情報提供をする形での活動

を進めてきてございます。その後、首都圏等の

コールセンターをはじめとする情報サービス関連

産業のオフィス企業が、人材確保が困難な都市部

から地方へ進出する動きが加速化したことから、

当市もオフィス企業の誘致に力を入れまして、現

在積極的な誘致活動を進めているところでござい

ます。

市といたしましては、オフィス企業への誘致活

動を引き続き行っていくことに加えまして、全国

的な工場用地のニーズの高まりにも対応すべく、

産業用地の整備に向けた取組とともに、工場立地

に向けた積極的な情報収集と企業訪問を行ってま

いります。

◎８番（樋川 篤子委員） 前に頂いた資料を基

になのですが、訪問件数、訪問実績です。東京事

務所が50件かな、産業育成課が21件の訪問。東京

が訪問件数は２倍。今、産業用地の整備と誘致を

並行して進めていくということだったのですが、

それが本当に大事だと思っていて、であれば、東

京は誘致に、産業育成課は用地確保というところ

を伴走事業に採択されたということと、あと、昨

年の同じ令和６年第３回の予算決算常任委員会で

の木村隆洋委員に対して、力強い答弁がありまし

たよね。国が伴走支援を行うという機運のあるい

いタイミングとして、今までのような形ではな

く、もっと戦略的に進めていけると考えている

と、産業用地に対して答弁がありました。

これを踏まえて、産業用地整備に係る現在の進

捗状況をお知らせください。

◎産業育成課長補佐（工藤 孝幸） 産業用地整

備に係る現在の進捗状況というところでございま

す。

本年６月に経済産業省の産業用地整備促進伴走

支援事業の採択を受けまして、現在、一般財団法

人日本立地センターへ業務委託をしまして、産業

用地の適地選定調査及び市内外の企業へのアン

ケート調査に着手しているところでございます。

現在、市内全域を対象にまとまった用地が確保

できる箇所を抽出しまして、近隣インフラ整備の

状況とか、地形、例えば接道、地質、勾配等々を

含めまして、そういった評価も見ながら現地調査

を行っているというところでございます。

今年度中には、これらのエリアのそういった箇

所を評価しまして、候補地を２か所まで絞り込む

予定で進行しているところでございます。

◎８番（樋川 篤子委員） ありがとうございま

す。

今年度中に候補地を２か所に絞るということで

すが、候補地が農地であれば、農地転用とか造成

に数年単位の時間がかかると思われます。これに

対しての緩和策も国から出ているのも存じており

ます。

企業からの相談は毎年一定程度あるとの御答弁

でしたが、先延ばしであまり用地が確保できない

という状態が続くと、せっかく関心を示している

企業が他都市に流れてしまうことも考えられま

す。

市としては、どの程度のスピード感で整備完了

を目指しているのか。というのも、国の伴走支援

というのが時限的なものだと思いますので、いつ

までに候補地を決定、いつまでに造成着手、いつ

までに分譲開始という工程表を描いているのか、

どうでしょうか。

◎産業育成課長補佐（工藤 孝幸） まず、時限

的というところでの国の伴走支援事業についてで

ございます。

伴走支援事業につきまして、適地選定調査業務

という業務と、アドバイザリー業務ということ
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で、立地センターからいろいろな助言を頂く業務

の二つがあるところでございます。

本事業は、年度ごとに採択自治体が決定される

単年度の事業になっておりまして、伴走支援事業

のうち適地選定調査の業務に関しては基本１回限

りと。アドバイザリー業務につきましては複数年

度、来年度以降も単年度で複数回やっていくとい

う活用が可能となっているところでございます。

市では本年度、適地選定調査業務を活用して技

術的な視点から選定の支援を受けているほか、ア

ドバイザリー業務を通じて様々な事例だとか整備

手法、法規制のクリアといったところについて助

言の支援を受けているところでございます。

整備までのスケジュールにつきましては、本年

度の立地センターと共に実施している適地選定調

査の結果を参考にしながら、令和８年度に地権者

等への説明を実施の上、同年度内に最終候補地を

決定して、整備に係る基本計画の策定も行い、土

地利用調整に関する国や県等の調整も随時進めて

いく予定としております。

国や県との土地利用の調整、地権者との調整、

立地を希望する企業の状況、こういったものを

様々勘案する必要がございますけれども、令和９

年度以降、数か年内に企業立地につなげていきた

いと考えているところでございます。

◎８番（樋川 篤子委員） 適地選定調査につい

ては１回限り、これをぜひ選定してほしいのです

が、もし今候補地が決定しましたとなれば、仮に

ですよ、今決定したとなれば、整備完了までどれ

ぐらい期間がかかりますか。

◎委員長（外崎 勝康委員） 簡潔に御答弁くだ

さい。

◎産業育成課長補佐（工藤 孝幸） 整備までの

期間ということでございますけれども、これは用

地交渉ですとか、法規制の調整状況によりますけ

れども、日本立地センターの資料だとか、他市の

事例を参考にしますと、候補地を決定してからお

おむね五、六年程度を要するというところが見込

まれております。ですので、市としては、企業誘

致も含め同時並行的に速やかな立地につなげてい

きたいと考えているところでございます。

◎８番（樋川 篤子委員） 五、六年。今、令和

９年度にはという答弁がございましたが、そこか

らいくと最短でも令和15年。今の小学校５年生が

中学校を卒業する年。今の中学３年生が大学を卒

業する年にちょうどなります。子供たちもこちら

で働きたいというような、教育面でもそういう方

向に動いてはいますので、その若い人たちが県外

に行かないで、弘前市に働く場所ができるという

期待を持ってもらうこともとても大事で、そのた

めには計画を示さなければいけない。若者の県外

流出の歯止めになると思いますので、ぜひ市民に

対して計画を示していただけるよう、ここは強く

お願いします。

次に、７款１項３目、決算書116ページから118

ページ、説明書174ページから175ページになりま

す。

四大まつりに関して、市から出されている各補

助金などが載っております。この四大まつりの経

済効果をどのように把握しているか教えてくださ

い。

◎観光課長（早坂 謙丞） 四大まつりの経済効

果につきましてお答えいたします。

まつりに限って経済効果の具体的金額は算出し

てございませんが、まつりの効果の一つとして宿

泊者数は毎年捉えてございます。さくらまつり

は、14宿泊施設に調査をしまして、４月15日から

５月５日の21日間、令和６年ですと４万1256人、

令和７年ですと４万3556人で2,300人の増加。そ

れから、ねぷたまつり期間は15宿泊施設で、７

月31日から８月７日の８日間で、令和６年は１

万7596人、令和７年は１万7967人で371人の増加
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となっております。また、菊と紅葉まつりと雪燈

籠まつりは、具体的に調査をしておりませんけれ

ども、開催した月の宿泊者状況を見ますと、菊と

紅葉まつりを開催した11月は約５万2000人、雪燈

籠まつりを開催した２月は約４万1000人と年々増

加している傾向にございます。

年間を通しましても、令和６年の宿泊者数を見

ますと、集計開始以来、過去最高となる約64

万2000人となっているので、まつりを開催するこ

とで多くの観光客が宿泊していると考えてござい

ます。

また、今年度のさくらまつりの商況調査では、

売上げが昨年より増加した、変わらなかったとい

うのが、全体の約６割を超え、業種別では特に宿

泊・その他サービス業の約７割が増加と回答して

おりますので、それらの業種を中心として、全体

としておおむね好調であると捉えております。

◎８番（樋川 篤子委員） ありがとうございま

す。

宿泊者数が分かるだけでも、旅行者、観光客と

いうのは内訳を見ると宿泊費にかけている部分が

最も多いので、その辺でどれくらいの経済効果が

あったかは出せるのかなとも思うのです。

これは民間で七十七銀行が独自で行っている東

北六大祭りについての経済効果なのですが、青森

ねぶた祭が310億円、３年連続トップです。２位

は仙台七夕まつりが200億円、あとは小さい桁に

変わってくるのですが、こういうふうに経済効果

を示すことによって、地元の方もこれくらいの経

済効果があるという誇りにもつながると思います

し、あと、全部ではなくても市の予算を使って祭

りを支えている以上、どれだけ地域経済に還元さ

れているのかということを数字で示すことで、税

金の使い道の説明責任を果たすことにもなると思

います。

今後というか、観光消費額、経済効果を算出す

る必要性について、お考えをお聞かせください。

◎観光課長（早坂 謙丞） 観光消費額につきま

しては、四大まつりに限らず年として捉えており

まして、弘前市総合計画の観光施策の政策課題指

標として算出しておりまして、最新値の2023年は

約199億5000万円と算出しております。

また、観光施策を戦略的に展開していく上で、

その効果を検証していくためにも、経済波及効果

を算出することは必要であると考えてございま

す。

今年度、新規事業といたしまして、弘前大学に

依頼しまして、さくらまつりとねぷたまつりでの

観光客の滞在中の消費行動を調査し、経済波及効

果を推計数値として算出する事業に取り組んでお

ります。現在、集計・分析中と伺っておりますの

で、結果が出ましたら公表したいと考えておりま

す。

◎８番（樋川 篤子委員） 弘前大学に依頼して

やっていただけているということはすごくいいこ

とだと思います。

結果が出ましたら公表しますと、いつ頃結果が

出るかは分かりますか。

◎観光課長（早坂 謙丞） この間、打合せをし

た際には、年内には出てくるのかなと、こちらで

は捉えております。

◎８番（樋川 篤子委員） さくらまつり、ねぷ

たまつりということでございました。公表された

らぜひ拝見したいと思います。

宿泊税の使い道の一つに、冬季の観光客が減る

ことに対して、雪燈籠まつりで1000万円をかけ

て、夜のイベント的なものを増やして、それに

よって宿泊者数の増を目指すということであった

と思うのですが、この経済波及効果、さくらまつ

り、ねぷたまつりに限らず、雪燈籠まつりのイベ

ントも企画しているので、これに対しても調査し

ていただく依頼は可能ですか。
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◎観光課長（早坂 謙丞） この事業は今年度初

めての取組でして、私たち市側も弘前大学から今

後提出される資料を、積算方法とか検証内容を確

認する必要があるということ、また、今年度の予

算の関係もあるため、今回は難しいものと思って

おります。ただ、四大まつりや通年での経済波及

効果を算出して、先ほども申し上げたとおり、戦

略的に観光施策を展開していくというのは必要で

ございますので、この経済波及効果の算出範囲と

いうのを広げていくというのは検討していきたい

と思っております。

◎２番（工藤 裕介委員） それでは、私から、

７款１項３目、決算書117ページ、説明書173ペー

ジです。弘前観光プロモーション実行委員会負担

金ということで質疑させていただきます。

単刀直入に、この観光プロモーションの効果を

お聞かせください。

◎観光課長（早坂 謙丞） まず、令和６年度、

県外のプロモーションで申し上げますと、宮城県

仙台市ですとか、兵庫県神戸市、愛知県今治市、

また東京都墨田区をはじめ、弘前ねぷたを活用し

たプロモーションを主に実施してきまして、西日

本、それから南東北からの誘客を図りました。

事業効果といたしまして、当市の魅力を発信す

ることで、認知度の向上ですとか、新たな客層の

掘り起こしにもつながったものと感じておりま

す。

また、先ほども御答弁しましたが、当市への宿

泊者数、観光消費額の拡大にもつながったものと

思っております。具体的に、先ほども宿泊者の増

を少し御紹介しましたけれども、コロナ前の平

成27年から令和５年の５年間の平均ですと、宿泊

者数が約61万5000人となってございますが、令和

５年が約63万2000人、令和６年が最高となる64

万2000人と、年々増加しているというものもござ

います。

これらの増加または増加傾向というのが、プロ

モーションによる直接的な効果として、来訪の

きっかけを来訪者に直接確認して、アンケートし

ているわけではないのでちょっとはかりかねます

が、数字として上向いていることからも、このよ

うな取組を継続的に、訴求力のある内容で積み重

ねての結果だと認識しております。

◎２番（工藤 裕介委員） 上向いているという

ことだったのですけれども、これは意見で終わら

せていただきたいのですが、この前、報道にもあ

りましたＦＤＡの神戸線、冬期の減便ということ

もありましたし、名古屋もいつもどおり冬期は減

便ということなのですかね。令和６年にプロモー

ションに行った２か所がどちらも減便ということ

で、観光客自体は上向いているのかもしれないで

すが、そこの減便というのは明確な答えが出てい

るのかなと私は思いますので、もちろん全部やる

なと言っているのではないのですけれども、その

結果を見ながら、きちんと選別して、今後やるべ

きこととやめるべきことということをしっかり見

ていただきたいなと思います。現に今年は今治に

は行かなかったり、でも、その代わり広島に行っ

たり、そこでしっかり関係人口をつくったりと

か、そういうふうにやっていただけるのであれば

いいのですが、今回、ＦＤＡに関してはひとつ結

果は出ているのではないかなと思いますので、す

みません、繰り返しになってしまいましたが、そ

こをお願いして、この項目の質疑を終わらせてい

ただきます。

次に、７款１項６目、すみません、通告と順番

が変わってしまうのですが、同じ款項目ですの

で、先に、星と森のロマントピア整備事業、決算

書120ページ、説明書178ページについて質疑させ

ていただきたいと思います。

まず、先日の報道でもありましたロマントピア

は、経費の増加や設備の故障などにより、昨年度
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の収支が大幅に悪化したためという報道を確認し

ましたが、この整備の内容、どこに収支が大幅に

悪化する原因があったのか、懸念があったのか、

大きいのを三つぐらいでよいですので、教えてく

ださい。

◎観光課長（早坂 謙丞） 令和６年度に星と森

のロマントピアに実施した整備工事の中で主なも

のを申し上げますと、温泉井戸ポンプの故障によ

る工事として129万9100円、それからプール機械

室冷温水用のタンク改修、老朽化による改修です

が127万6000円、それから白鳥座空調設備の不具

合解消工事で107万8000円など、計16件の工事を

行いまして、決算額1235万7063円となってござい

ます。

◎２番（工藤 裕介委員） 1200万円、そのほか

にもいろいろかかって、結果、報道では財団から

も一時休館ということが報道されました。

例えば、今後もし存続すると仮定したときに、

かかり得る、起こり得る整備工事、大きな工事、

もし今考え得ることが分かっていれば教えてくだ

さい。

◎観光課長（早坂 謙丞） 具体的な整備スケ

ジュールというものは立てておりませんが、老朽

化ですとか不具合による、今後必要であると考え

られる大規模改修を申し上げますと、屋根とか外

壁の塗り替え工事、それからエレベーターが２基

ございますけれども、このエレベーター２基の更

新、それからボイラーの更新ですとか、高圧受電

設備、キュービクルの更新等がございまして、令

和６年度算出時点では約２億円が必要ではないか

と考えてございます。

◎２番（工藤 裕介委員） ありがとうございま

す。

では、こちらの整備工事に関しては終わらせて

いただきます。

続いて、７款１項６目、同じ項目の、今度は委

託料です。あり方検討詳細調査業務委託料につい

て質疑させていただきます。

あり方検討詳細調査の結果、私も一応ホーム

ページで確認しているのですけれども、結構大き

な金額の調査がされた中で、このあり方詳細検討

の調査の結果の公表、この辺りはどうなっていま

すでしょうか。

◎観光課長（早坂 謙丞） あり方検討詳細調査

の内容といたしまして、まずは事業スキーム等の

検討ですとか、市と民間リスクを考慮した事業手

法、それから民間事業者への譲渡を含めた意見交

換、さらにはサウンディング型市場調査などを行

いまして、このうち、ロマントピアの活性化です

とか、民間活力を導入した新たな事業形態などに

ついて、今後の参考とするために実施したサウン

ディング型の市場調査については、その結果を市

のホームページで公表してございます。

内容といたしましては、５者が参加し、様々な

意見がございました。企業によって想定するロマ

ントピアの利活用の内容が、施設の活用範囲です

とか、それから希望する事業手法が大きく異なる

ことが分かりました。

民間に施設と設備を譲渡しまして、事業者が運

営する方法の民営化型と、それから施設・設備は

引き続き市が所有して、指定管理制度等で運営す

る方法の経営支援型という二つの御意見がござい

ました。どちらも優位性や課題など、それぞれ挙

げられての報告となってございましたが、事業手

法、それから官民のリスク分担などを踏まえ比較

検討した結果として、このあり方詳細調査の結果

報告といたしましては、実現性と市の負担縮減の

面で民営化型の優位性が高いという評価を頂いて

おります。

◎２番（工藤 裕介委員） これほど約2600万円

という予算をかけて、恐らくこれは内閣府とかそ

の辺りの補助が入っている金額だとは思うのです
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けれども、ただ、そこまでして調査をして、今は

休館を一度決定していると。なぜ今なのかという

ことが非常に私の中で懸念になっているのですけ

れども、この施設の存続が現状見込めないと判断

した明確な理由をお伺いいたします。

◎観光課長（早坂 謙丞） まず、財団の令和６

年度の決算での負債及び正味財産残高が約2300万

円の赤字ということ。それから、これまでの収支

や、今後、経営改善等に努めても法人法の規定に

よりまして、法人解散の要件を解消することが見

通せないということ。さらには、毎年の財団の収

支状況を見ると、さくらまつりやねぷたまつりで

収益を上げて、冬に向けてだんだん収支が落ち込

むという経営構造にあるということ。市と財団と

の協議の結果、このタイミングになったものと認

識してございます。

ただ、市といたしまして、これまでも指定管理

料の増額というのは行っております。令和２年度

と令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の拡

大による増額ですとか、令和４年度と５年度は、

電気料高騰分による増額、令和６年度は、最低賃

金上昇分による増額ということで、財団と協議の

上、適切に対応していると思っております。

第三セクターではあるものの、財団の経営に対

する支援ではなく、いずれも毎年財団から予算執

行計画を提出していただきまして、その計画との

乖離性や、その理由が指定管理料の増額として適

切かどうかをその都度財団との協議の上、総合的

に判断し対応してきたということで、今のタイミ

ングになったと思っております。

◎２番（工藤 裕介委員） コロナ禍において

も、電気代の高騰等においても、市でも施してき

たということは確認できましたというか、理解い

たしました。でも、本当にその辺りというのは対

症療法になってしまうのではないかなと。現に財

団からの言葉としても、市にはしごを外されたと

いう言葉もあって、この言葉の合理性というの

は、本当にいろいろな方面から考えなければなら

ないなとは思うのですが、私が先日の一般質問で

も質問させていただいた中での答弁で、通年で多

くの方に利用される施設ではあるが、施設規模の

割に収益性の低い施設構造になっていることや、

老朽化による修繕費の増加が長年の課題となって

いると。そして、平成29年度に県外の経営コンサ

ルタント会社に委託し、施設の収益性の確保を目

指す大規模なリニューアル構想案を策定したが、

様々な理由があって、施設の大規模改修の効果が

不透明で実現に至らなかったと。

これは何が不透明だったのか。弘前市と相馬地

区の未来への投資に対して尻込みしてしまっただ

けなのではないかと私は思うのですけれども、そ

の辺り、もし答えられるようであれば、その当

時、何が不透明で実現に至らなかったのか、少し

でもお考えをお聞かせください。

◎観光部長（白戸 麻紀子） 一般質問でお答え

しましたリニューアル構想、先行きが不透明とい

うところなのですけれども、平成29年度にコンサ

ルタント会社へ委託し、上がってきたものです

が、費用面ですとか、あとは、その後の人口減

少、それから少子高齢化が進む中で、入り込みと

いったものとの費用対効果を考えたときに効果と

してはちょっと不透明な部分があったということ

で見送ったということです。

◎２番（工藤 裕介委員） 理解いたしました。

本当に難しいところがたくさんありますけれど

も、これも一般質問で述べさせていただきました

が、天文台に関しては、ある程度切り離して今回

考えることがもしかしたら可能なのかなと、今現

在、希望的観測で私も話しておりますが、何と

か、どこか一部でも、今も一部稼働している、継

続しているところはありますが、そういった形

で、何か一部でも継続していく、そういったこと
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を願ってならないのですけれども。

それこそ天文台、本当に例えば教育委員会に管

轄を移行して残していただくといったような、ご

めんなさい、これは最後、意見として言わせてい

ただくのですが、ぜひ、まずは天文台だけでも、

精密機械というのは本当に一度止めてしまうと、

１か月、２か月、３か月と止めてしまうと、非常

に故障が起きてしまったりとか、大変管理が難し

い装置になっておりますので、もちろん宿泊施設

も含めて、さらに今後再稼働するときに不具合が

生まれてしまう可能性もありますので、ぜひ早急

に様々な問題をクリアして、新たな利活用の方法

を実現していただきたいなと思います。

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公

明。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、７款１項

２目、決算書115ページ、説明書153ページ、青森

県漆器協同組合連合会運営費等補助金、後継者育

成研修事業についてお伺いいたします。

この事業は、2007年から開始され、約20年弱が

経過していると認識しておりますが、修了者数が

何名になるか及び研修修了後に津軽塗をなりわい

とされている方が何名になるか、お聞かせくださ

い。

◎産業育成課物産振興係長（秋元 紗織） 後継

者育成事業についてお答えいたします。

この事業は、津軽塗の後継者育成研修を実施し

ているもので、青森県漆器協同組合連合会が平

成19年度から実施しており、定員は５名、３年半

の研修期間となっております。また、定員に空き

が出た際は、市や青森県漆器協同組合連合会の

ホームページ、また市の広報誌などで募集し、面

接等を実施の上、研修生として受け入れており、

これまでには18名が研修を修了しております。研

修修了者18名のうち、現在、津軽塗職人をなりわ

いとされている方は11名いらっしゃいます。

◎３番（志村 洋子委員） ３年半の研修期間を

経て、職人として独立できる技術を習得できるの

かお聞かせください。

◎産業育成課物産振興係長（秋元 紗織） ３年

半の研修の内容になりますが、津軽塗の四大技法

であります唐塗、七々子塗、紋紗塗、錦塗の４技

法を学び、職人としての基礎的な技術を習得する

内容となっております。

しかしながら、研修修了後、すぐに津軽塗職人

として独立することは困難であるといった状況で

す。そこで、津軽塗技術保存会が実施します伝承

者養成事業における研修において、引き続き研修

を受ける方や、ベテランの津軽塗職人の下で個人

的に修行を続ける方もいらっしゃいます。

◎３番（志村 洋子委員） ３年半の研修修了

後、就業支援だったり、独立に向けたサポート体

制が整備されているかお聞かせください。

◎産業育成課物産振興係長（秋元 紗織） 研修

修了後の独立に向けたサポート体制についてお答

えいたします。

独立を目指す方に対しては、創業、起業、経営

等に関する相談ができる弘前ビジネス支援セン

ターの活用を促すほか、見本市や展示会の出展費

用を補助するひろさきブランド販路開拓補助金、

また、工芸品の商品パッケージ開発やプロモー

ションツールの制作に係る費用を補助します弘前

市工芸品魅力向上事業費補助金にて支援しており

ます。

また、自身の工房を持つことが難しい職人に対

しましては、令和８年１月１日に移転・リニュー

アルを予定しております弘前市伝統産業会館にお

いて、貸工房を設置しまして、その貸工房を利用

していただくことで支援していくこととしており

ます。

◎３番（志村 洋子委員） この研修を担当して

いる講師の職人から、カリキュラム内容等、時間
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の区切りなどについて、私の元へ御意見が届いて

おりました。

市に研修生や講師から意見が届いているか、ま

た、その意見から見える課題に対しての対応策が

あるかお聞かせください。

◎産業育成課物産振興係長（秋元 紗織） 課題

ということですが、まず、津軽塗後継者育成研修

を実施しております青森県漆器協同組合連合会か

らは、研修と仕事やアルバイトとの両立に悩む研

修生がいるといった声や、研修修了後、生計を立

てることができるレベルに達している職人の育成

などが課題であると聞いております。このため、

研修と仕事やアルバイトの両立に悩む研修生とい

う課題について、現在の研修カリキュラムを週３

日、午前９時から12時までとしておりますが、研

修生の生活などを考慮しながら、研修時間や内容

について、青森県漆器協同組合連合会と検討して

まいりたいと考えております。

また、二つ目の課題であります研修修了後、生

計を立てることができるレベルに達している職人

の育成につきましては、青森県漆器協同組合連合

会におきまして、研修修了生が一人前になるまで

の間、津軽塗職人の下で作業の一部を担ってもら

いながら、収入を得るなどして技術を習得できる

取組を行っていることから、早期の独立や収入の

確保につなげていけるよう、青森県漆器協同組合

連合会と共に、こちらも検討してまいりたいと考

えております。

◎３番（志村 洋子委員） 最後に意見要望だ

け。

研修を終えた修了者が一人前の津軽塗職人とし

て長期的に活動できるように、行政と講師の職人

からもサポートを継続して、津軽塗の伝統を絶や

さぬ努力の継続をお願いいたします。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 私からは、７款２

項４目、弘前城二の丸未申櫓倒木撤去業務委託料

について御質疑をいたします。

この事業の概要をお知らせください。

◎公園緑地課弘前城整備活用推進室主幹（関 剣

太郎） 昨年の暮れから降り続いた雪の影響によ

り、令和７年１月４日に高さ約20メートルの松が

重要文化財である二の丸未申櫓に倒れたことによ

り、もたれかかったことから、未申櫓本体への二

次被害を防ぐため、早急に撤去し、被災箇所の仮

補修を行ったものであります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 私もその現場を見

に行ったわけですけれども、松の木が未申櫓に覆

いかかっている状況といいますか、いわゆる屋根

の軒まで潰れそうな、一部潰れていましたけれど

も、これは撤去するのは非常に難しいのだなと思

いはしたのですけれども、撤去する際の作業内容

について、どのようにやったのかお知らせくださ

い。

◎公園緑地課弘前城整備活用推進室主幹（関 剣

太郎） やぐらに倒れた松を撤去するためのク

レーン車が通る幅を確保するため、支障となる松

６本を伐採し、クレーン車が通る部分として敷鉄

板による仮設道路を設置した後、やぐらに倒れた

松１本を撤去しております。

その後、やぐらのひさしや壁が破損した部分に

文化財保護シートを設置し、雨風から守る措置を

行ったものであります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） そうすると、今、

撤去されている状況にあるということだと思いま

す。

それで、この被災した未申櫓の修理はいつ頃完

了するのですか。

◎公園緑地課弘前城整備活用推進室主幹（関 剣

太郎） 二の丸未申櫓については、当初、令和15

年度から約80年ぶりとなる保存修理に入る計画で

したが、今回の雪害を受け、文化庁と協議した結

果、令和８年度から着手する災害復旧において中
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濠を一部埋め立てるなど規模が大きい仮設工事が

必要となることから、引き続き保存修理まで行っ

たほうが効率的との判断により、令和９年度から

実施予定であった三の丸東門の修理を先送りする

ことで未申櫓の保存修理を前倒しすることになっ

たものであり、災害復旧から保存修理まで一連の

工事が完了するのは、現時点で令和11年度末とな

る見込みであります

◎２１番（蒔苗 博英委員） 分かりました。

もう一つなのですけれども、弘前城二の丸東門

の屋根も松の木がちょっと影響して壊れていると

ころを見たのですけれども、これについての補修

工事はどうなっているでしょうか。

◎公園緑地課弘前城整備活用推進室主幹（関 剣

太郎） 二の丸東門についても、同じく１月４日

に松の木が倒れまして、２階の屋根の部分に枝が

突き刺さるなど被害を受けております。これにつ

きましては、当初、令和７年度から８年度にかけ

て約70年ぶりの保存修理を行う計画であったた

め、被災後に文化庁と協議した結果、保存修理に

おいて被災箇所を含めた工事を行うよう指導を受

けております。

なお、保存修理工事については、９月11日に工

事業者と契約締結が完了しており、令和８年度末

までには全ての工事が完了する見込みでありま

す。

◎２１番（蒔苗 博英委員） あの工事もかなり

高いところの補修ということになるわけですけれ

ども、その工事の作業内容というのはどのように

やられたのですか。

◎公園緑地課弘前城整備活用推進室主幹（関 剣

太郎） 作業は２階屋根までの仮設足場を設置し

まして、２階屋根に突き刺さった太い枝を撤去

し、屋根に穴が空いた部分と破損した部分を仮の

屋根材で応急的に補修したものであります。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 先ほど保存修理工

事を何年度までやるという話が出ましたけれど

も、保存修理工事という言葉が出てきたわけです

が、この工事は受注者、契約という話も先ほど出

ましたけれども、どのようなことになっているの

か、その辺のところをもう一度お願いします。

◎公園緑地課弘前城整備活用推進室主幹（関 剣

太郎） 保存修理工事でありますが、工事名とし

て令和７年度重要文化財弘前城二の丸東門保存修

理工事となっておりまして、工事期間は令和７年

９月12日から令和９年３月５日までとなっており

ます。

受注者は株式会社堀江組、契約金額は１億2650

万円となっております。

◎委員長（外崎 勝康委員） ここで、理事者よ

り発言を求められておりますので、これを許可し

ます。

◎産業育成課長（澁谷 卓） 先ほど、樋川篤子

委員からの御質疑の企業立地推進事業の答弁の中

で、当市の立地に関心を持っている企業の数でご

ざいますけれども、令和６年度18件の内訳を答弁

した際、私は製造業の件数を７件と申し上げまし

たが、正しくは４件でございました。訂正してお

わびいたします。申し訳ございませんでした。

◎９番（竹浪 敦委員） 私からは、７款１項２

目、決算書113ページになります中心市街地歩行

者・自転車通行量調査業務委託料、説明書が158

ページになります。こちらについて質疑をさせて

いただきます。

去年の決算のときも、この辺に関して中心市街

地活性化に関することでお伺いしたのですけれど

も、今回の自転車通行量調査について細かく質疑

させていただきます。

まず、この委託先です。どのような方が調査し

ているのかお伺いいたします。

◎商工労政課主幹（今 隆洋） 中心市街地歩行

者・自転車通行量調査につきましてでございます
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けれども、委託先が特定非営利活動法人コミュニ

ティネットワークキャストに委託しておりまし

て、年に６月、８月、10月の平日３日間と休日３

日間の合計６日間、中心市街地エリアの駅前や土

手町など全15地点において調査を実施しておりま

す。調査を誰が実施しているのかというところに

つきましては、各地点に調査員を配置しておりま

すけれども、人手によるカウント調査を行ってお

り、調査員は主に大学生などの学生アルバイトの

方が実施しております。

◎９番（竹浪 敦委員） この調査は平日３日

間、休日３日間の６日間で、実施時間というのは

何時から何時までやっているのでしょうか。

◎商工労政課主幹（今 隆洋） 調査の実施時間

帯でございますけれども、各調査日の午前９時か

ら午後７時までの10時間調査を行っております。

◎９番（竹浪 敦委員） ６日間の時間帯が決

まった調査ですけれども、雨とか天候が変わった

ら、いろいろな要件で通行量というのは大幅に変

わると思うのです。悪天候のときというのはどう

しているのか、また、そのときの数字というのは

どういう扱いをしているのかお伺いいたします。

◎商工労政課主幹（今 隆洋） 悪天候の場合の

取扱いでございますけれども、事前に警報級の悪

天候が予想されている場合などには、委託先と事

前に日程調整するなど協議を行っております。

実際に当日、悪天候になった場合などは、歩行

者、自転車の通行量が著しく減少する場合もござ

いまして、そういった場合、これまでの経年比較

などにどうしても支障が出てしまうことから、異

常値として平均値の算出からは除いて、これまで

も算出しているところでございます。

◎９番（竹浪 敦委員） そうしますと、この調

査した結果に関しての考察と、その活用方法とい

うものをお伺いいたします。

◎商工労政課主幹（今 隆洋） 令和６年度の考

察結果とその活用方法でございますけれども、ま

ず令和６年度の結果といたしましては、中心市街

地全15地点合計の１日平均通行量が１万9680人

で、令和５年度と比較しまして2,091人、率にし

て11.9％増加しております。その中で、主な地点

の状況といたしましては、大町―駅から出て左

手のほうになりますけれども、そちらが17.9％

と、また、そこに続く上土手町が29.5％と増加し

ております。一方で、駅前―駅から出て右手側

になりますけれども、そちらが8.9％減少してお

りまして、そちらの要因としましては、イトー

ヨーカドー弘前店が９月に閉店しまして、その

後10月に調査したときに増減が大きかったことか

ら、そのときの弘前駅からの動線が、今までイ

トーヨーカドー側を通っていた方がアートホテル

側のほうに流れていったということが、大きく影

響したものと捉えています。

また、吉野町緑地前、文化センター前、市立観

光館前、あと、ねぷた村前が35％以上増加してお

りまして、そういった主な観光施設利用者も増加

しているということから、弘前公園周辺の観光客

が増加していることが大きな増加の要因になって

いるものと捉えているところです。

次に、調査結果の活用方法としましては、中心

市街地のにぎわい度合いをはかる、定量的に捉え

る指標として、総合計画の成果指標に設定してい

るほか、弘前市中心市街地活性化ビジョンの進捗

に係るフォローアップ、毎年実施しておりますけ

れども、そちらに使用するなど、定量的な評価と

新たな施策の検討、また見直しを行う際の材料と

して活用しているところであります。

◎９番（竹浪 敦委員） 中心市街地活性化につ

なげるというのと、健康とまちのにぎわい創出、

先日もＫＰＩのお話が出ましたけれども、そうい

うところにも数字として見られると思うのです

が、これは６日間の調査ということなのですけれ
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ども、これは私の希望ですが、数字としてはデー

タとしてもっと調べることができれば、細かい日

数、曜日とかで調べることができれば、地域活性

化の事業としてどういうふうにやればいいという

のが見えてくると思うのです。これはできるかど

うかあれなのですけれども、先ほど樋川委員の質

疑でも、弘前大学にいろいろ調査依頼を出してい

たということですけれども、大学でも今、データ

サイエンスというので、数字からいろいろな相関

係数とかを出すという授業をやっております。こ

れまた極論で言えば、大学出身の新卒の職員とか

は、多分そういう計算とか考察ができるはずなの

ですよ。ですので、こういった数字をもうちょっ

と細かく洗い出してやれば、中心市街地活性化の

方向性ももっと見えてくると思うのですよ。

これに関連して一つお伺いしたいのが、この交

通量の調査は、警察とかでも多分交通量の調査を

していると思うのですけれども、もししていれば

こういう情報はもらうことはできるものなので

しょうか。

◎商工労政課主幹（今 隆洋） 弘前警察署にお

きましては、当市において定点的な歩行者の通行

量の調査は実施していないということでございま

したので、情報は提供いただけないというか、実

施していないという状況でございました。

◎９番（竹浪 敦委員） 警察からはもらえない

ということですけれども、今依頼している業者に

６日間の調査をお願いしているのも数も多いとこ

ろはあるのですが、先ほど言ったようにもっと大

きいデータを持って考察すれば、本当にいろいろ

なものが見えてきまして、先ほど弘前大学の話も

出ましたけれども、アルバイトも弘前大学でこう

いうのがあればかなり飛びついてくると思います

ので、その辺も検討していただければと思いま

す。この質疑は終わります。

次に、７款１項３目、決算書117から118ページ

になるのですが、説明書が168ページ、プロモー

ションに関してなのですけれども、先ほど、工藤

裕介委員からもいろいろな話がありましたけれど

も、私からは、神戸プロモーション事業につい

て、ここに特化してお伺いいたします。

まず、この神戸プロモーション事業の昨年度の

実施状況及び効果についてお伺いいたします。

◎国際広域観光課長（原子 覚） 昨年度の神戸

の事業の実施状況等についてお答えいたします。

神戸のシンボルである神戸ポートタワーを臨ん

だ商業施設も多数隣接する神戸ハーバーランドを

会場とすることによって高い集客効果が得られて

おりまして、令和６年度は３日間で延べで４

万9000人、令和７年度は延べで約５万人の神戸周

辺をはじめとする多くの関西圏域の方々にＰＲす

ることができ、弘前ねぷたのみならず弘前市の認

知度向上が図られたものと捉えております。

来場者からは､｢弘前市に行ってみたい｣｢本場の

弘前ねぷたまつりを見たい｣｢前回のイベントに参

加して、その後に弘前市に行った」といったお声

が多く寄せられており、相応の誘客効果が図られ

たものと感じております。

昨年度からは、神戸市の若手クリエイターがね

ぷたを製作して、弘前ねぷたまつりの運行に神戸

ねぷたとして参加するなど、両市間の誘客促進は

もとより、文化交流、地域連携についても促進が

図られているものと感じております。

また、本事業による誘客効果を示す指標として

捉えている、先ほどもありましたが、株式会社フ

ジドリームエアラインズ―ＦＤＡの青森・神戸

線の搭乗率のうち、ねぷたまつり期間を含む８月

の月間搭乗率は、令和２年度が31.9％であったの

に対しまして、令和６年度は80％となっておりま

す。また、令和７年はねぷたまつり期間に１往復

増便しております。その上での搭乗率が86.4％

と、令和２年度就航以来過去最高の数字となって
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おります。

◎９番（竹浪 敦委員） 観光客というか、ねぷ

たを見に来てくれた方が結構いらっしゃるという

ことですが、数字だけで見れば４万9000人がいら

したということですが、単純計算ですけれども、

神戸の人口が148万人、150万人弱、弘前市のおよ

そ10倍ですね。弘前市の、たしか去年のねぷたの

観光客が144万人くらいでしたか、それを考えれ

ば本当にもっと欲しいなというところではありま

す。

一番気になるところが、今年の８月20日付の新

聞だと思うのですけれども、フジドリームエアラ

インズ―ＦＤＡですね、年末年始以外の運航を

運休にするという報道がなされました。実質、年

末年始以外はほとんど飛びませんという、減便に

なった話ですけれども、このダイヤの改正が発表

されたことに対しての市の見解をお伺いいたしま

す。

◎国際広域観光課長（原子 覚） ＦＤＡの運休

に対しての市の見解ということでございますが、

このたびＦＤＡの冬ダイヤが発表されまして、毎

日運航から年末年始のみの運航になったことにつ

いては大変残念に思っているところであります。

今回の減便については、燃料費や整備費の高騰

により運航の経費が増大したことなどにより、Ｆ

ＤＡの青森・神戸線のみならず、青森空港発着の

他社の減便等もあり、それらも含めまして、全国

的に同様の影響が広がっているということで認識

しているところであります。

また、今回の運休というところに関しまして

は、会社側の経営上の判断というところで、やむ

を得ないものではないかなと感じているところで

ありますが、県全体としては、航空路線の利用促

進を踏まえた観光振興に取り組む必要があるもの

と考えているところであります。

◎９番（竹浪 敦委員） ちなみに、このＦＤＡ

が始まった令和２年からの青森・神戸線の利用状

況と搭乗率を分かればお願いいたします。

◎国際広域観光課長（原子 覚） 青森・神戸線

の利用状況につきましてということですが、令和

２年からの搭乗率としまして、令和２年は31.3

％、令和３年は42.9％、令和４年が53.6％、令和

５年が65.0％、令和６年が61.3％となっておりま

す。

◎９番（竹浪 敦委員） 数字で見れば確かに増

えているのですけれども、令和２年からですと、

事実上コロナの時期からですので、増えて当然か

というところが私の感想ではあります。

説明書の内容に、フジドリームエアラインズ神

戸・青森線就航による関西圏からの誘客促進のた

めという文言が書いておりますが、このフジド

リームエアラインズの名前が入っているのは、弘

前市としてＦＤＡに誘致のために協力しましょう

と言ったのか、それともＦＤＡから弘前市に観光

誘致のタイアップをしましょうなのか、どちらか

らお願いしたものなのでしょうか。

◎国際広域観光課長（原子 覚） ＦＤＡからの

問いかけなのか、こちらからの問いかけなのかと

いうことにつきましてお答えいたします。

本件につきましては、令和２年度に神戸・青森

線がＦＤＡで新しく就航したということで、それ

を機に関西圏からの新しい路線ができたというこ

とで、弘前市においても関西圏のプロモーション

を強化していこうということで、令和４年度から

始まっております。

現状といたしましては、こちらの弘前市で実施

するということに対して、ＦＤＡで協力していた

だいているという状況となっております。

◎９番（竹浪 敦委員） 今回のこの神戸プロ

モーション事業、実際、書面上だけで見ますと、

お金をかけて誘致をかけました。ここの部分の予

算が910万円ほどですけれども、誘致をしまし
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た。その結果、ＦＤＡが休止になりましたという

と、これだけを見ると、はっきり言って、このプ

ロモーションは失敗ではないのですかという厳し

い意見が随分出ております。

夏にも、ねぷたのトレーラーの運行も随分話題

になって、その運行も言われるのが、当時ネット

で、ＳＮＳとかでも言われたのが、あの運行で、

どんどんねぷたを使って弘前市をアピールしてく

れという、それが一番の目的なのですけれども、

その反面、それをやって何になるのかという意見

も随分出ました。今回のＦＤＡの運休につながっ

たプロモーションというのは、はっきり言ってそ

ういう批判を大いに受けてしまうところではある

のですよ。

今回、ＦＤＡが運休になったということで、減

便となったのですけれども、この神戸プロモー

ション事業、今後はどのように考えているのか、

市の見解をお伺いいたします。

◎国際広域観光課長（原子 覚） 今後、この事

業についてどう考えているかということにお答え

いたします。

青森・神戸線の冬ダイヤは減便となっておりま

すが、神戸を含めた関西圏域からの足としては、

伊丹空港の伊丹線もございますので、本物の大型

ねぷたと触れ合える弘前ねぷたｉｎ神戸の実施に

つきましては、関西圏域からの誘客に効果的であ

ると考えております。

大型ねぷたを活用したプロモーションをはじ

め、四大まつりや四季折々の魅力を発信するほ

か、津軽圏域と連携したプロモーションなどにつ

いて、引き続き実施する方向で考えてまいりたい

と思っております。

◎９番（竹浪 敦委員） また来年もやるという

ことですけれども、先ほど私が述べたように、実

際プロモーションをやった結果、ＦＤＡが減便に

なったというのを見れば、来年もやる意味はある

のでしょうかというのも出てきます。やるからに

は、どのような効果が出るのか、同じことをやっ

ていたら本当に意味がないと言われますので、ど

のような結果が出るのか、どうなるのか。どうや

るのですかというのは、今回は決算ですので、そ

こはお伺いしません。ですので、今度予算のとき

にその辺はお伺いしますけれども、何とぞ観光都

市ですので、ねぷたを使ってアピールするという

ことですので、何とかこの辺はしっかりと考えて

いただいて計画するようお願いして、私の質疑を

終わります。

◎１６番（木村 隆洋委員） 決算書113ページ

から114ページ、説明書の154ページ、企業立地推

進事業についてお伺いいたします。先ほど、樋川

委員からの質疑もありましたので、なるべく重複

しないように、ただ若干重複します。

まず初めに、本年の３月に令和６年度企業立地

戦略プランを策定しております。この企業立地戦

略プランを策定した後、市としてどのような動き

をしてきたのかお伺いいたします。

◎産業育成課産業用地整備推進室主幹（尾崎 健

一） 本年３月に策定しました弘前市企業立地戦

略プランでは、まず当市の企業立地における方向

性や取組として、ターゲット業種・分野を定めて

おり、立地活動の強化等を図ることとしておりま

す。また、アンケート調査の結果により、中長期

的な土地利用ニーズも見られたことから、新たな

産業用地の確保に向けた検討を実施することとし

ております。

具体的な取組状況といたしまして、まず企業誘

致活動につきましては、市の立地環境や強みなど

を、幅広く情報発信することで地方進出を検討し

ている企業の掘り起こしを行っており、企業との

打合せを重ねることで当市への関心や興味を高

め、候補地の一つとして検討していただき、本社

訪問や現地調査へとつなげております。
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次に、産業用地の確保に向けた取組につきまし

ては、４月に産業用地整備推進室を設置後、東北

経済産業局や東北地方整備局への訪問などを通

じ、国の支援策に関する情報収集を行い、国の産

業用地伴走支援事業の採択につなげたほか、県と

も制度や規制等に関する相談を随時実施しており

ます。

また、一般財団法人日本立地センターが主催す

る産業用地整備実務研修会への参加を通じ、先進

地事例や課題解決方法といった実務に関する内容

を学んでいくこととしております。

今後も、企業立地戦略プランに基づき、誘致活

動を強化するとともに、産業用地の整備が計画的

かつ着実に進むよう取り組んでまいります。

◎１６番（木村 隆洋委員） 令和６年度、本年

３月に策定した企業立地戦略プランが、先ほど樋

川委員の質疑の中でもありました、本年６月に経

産省で採択された産業用地整備促進伴走支援事業

に、弘前市も全国の13の自治体と共に採択されて

います。この中身については、先ほど樋川委員の

質疑の中でもほとんど出ておりますので。この全

国の13の都市を拝見すると、東日本地域が本市も

含めて10都市、北海道が旭川、釧路、宮城県角田

市、秋田市、山形県鶴岡市、あと新潟県が新潟市

も含めて３市が採択されている。それぞれの自治

体は恐らく非常に危機感を持っているのだろうと

推察されます。

一般財団法人日本立地センターと業務委託契約

を結んで、企業にも今アンケートを取っている

と、先ほど樋川委員への答弁でもありました。

具体的にこの事業に関しては、今年度中に候補

地エリアを２か所まで絞り込み、令和８年度に地

権者へ、地元住民への説明を行う予定だと先ほど

の御答弁でありました。この事業自体は２年間限

定だと認識しております。今年度中に候補地を２

か所に絞る。今日は９月26日であります。既に今

年度は半年を過ぎている状況であります。

今、弘前市で産業用地、工業団地がないと。あ

る地域が北和徳工業団地、オフィス・アルカディ

ア、藤野の工業団地、この３か所に共通している

のは、藤野は若干遠いですが、国道７号線に非常

に近いということであります。私は国道に近いと

いうのは、かなり大事な要件なのだろうと思って

おります。

今年度中に２か所に絞る。現時点で９月26日。

この絞り込みというのは、現時点でどこまで行わ

れているのかお伺いいたします。

◎産業育成課長補佐（工藤 孝幸） 日本立地セ

ンターの評価項目については、先ほど申し上げま

したとおり、勾配、地質、地形の強度等々あるの

ですが、あともちろんアクセスというところもご

ざいます。そういった観点から、今現在は日本立

地センターと市内の様々な箇所について、網羅的

に調査しているというところでございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 残り半年という中

で、２か所に絞り込むという答弁でしたので、恐

らく複数箇所から絞り込むから２か所になると思

うのです。なので、本来はかなり作業が進んでい

ないと大変なのかなと思っております。

令和７年度に２か所に絞り込んで、令和８年度

に地権者への説明等、それで基本計画を策定し、

令和９年度以降に用地買収等を行う。実際にはど

のぐらいかかるのですかという樋川委員への答弁

の中で五、六年というお話もありました。

先ほど課長補佐の御答弁の中でも、アクセスの

整備とかというのもありました。そういった面で

は、県との調整も必要になると思われます。現時

点で県との調整をどこまでやっているのか、どう

考えているのかお伺いいたします。

◎産業育成課長補佐（工藤 孝幸） 県とは、こ

の産業用地の国の支援事業に申請する際にお話は

しております。具体的な、例えば都市計画部門で
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あれば、都市計画マスタープランのお話ですと

か、その他場所によっては農地の関係とかもろも

ろございますけれども、県には話題出ししながら

丁寧に進めていっているところではございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 私は議員になって

今年で丸10年たって11年目ですが、この産業用地

の議論というのは、議会に来たときから諸先輩方

がずっと議論してきた弘前市にとって非常に重要

な課題だと思っております。先ほど、樋川委員も

強く皆さんに要望をしておりました。

人口減の中で生産年齢人口だけが減っていく、

そういった中で、この弘前市をどう持続可能にし

ていくかという視点で考えたときには、若い方々

の働く場がないと、この地域はどうしていくのだ

という危機感が、先輩議員の代々の皆さんが持っ

ておられたと思っております。

これまでよりは見えてきていると思います。た

だ、ここからのスピード感というのが非常に大事

だと思っていますので、何とかそこを力強くやっ

ていただきたい。これはお願いで終わります。

続いて、決算書114ページ、説明書の162ペー

ジ、空き店舗対策事業費補助金についてお伺いい

たします。

令和６年度の決算額が約1003万円となっており

ますが、当初予算における執行率についてお伺い

いたします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 空き店舗対策

事業費補助金の当初予算に対する執行率について

お答えいたします。

当初予算615万円に対して、決算額が1003万円

となりましたので、執行率は163％ですが、補正

予算額700万円を加えた1315万円では、執行率

は76.3％となっております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 当初予算よりかな

り多くなっていると。今回の交付実績を見ても、

これまでよりも店舗がかなり多いかなという印象

を持っております。

この空き店舗対策事業費補助金を活用する際の

要件、例えば事業を最低５年間やってくださいと

か、10年やってくださいとか、そういった面も含

めて、この要件というのはどうなっているのかお

伺いいたします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 空き店舗対策

事業費補助金を活用する要件でございますけれど

も、中心市街地内の店舗内とか、様々な要件はご

ざいますけれども、まずその事業の継続年数に

限ってお答えいたします。

継続年数については、営業等に関する要件、３

年間を営業することとしております。また、１日

のうち３時間以上、かつ１週間のうち５日間以上

営業することや、あとは商店街に入っているこ

と、あとは任意の商店会が組織されている場合

は、それに加盟することを要件としております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 事業継続は最低３

年間行っていただきたいというお話でありまし

た。

過去に、空き店舗対策事業費補助金を活用した

店舗の３年間以上たったときの廃業率、それと逆

に、併せて継続率というのはどうなっているのか

お伺いいたします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） この事業を活

用した店舗の廃業率、継続率についてでございま

すけれども、令和２年度から令和６年度までの過

去５年間で補助対象実績が27件ございます。その

うち１件の閉店が確認されており、事業の継続率

としては96.2％となっております。なお、要件と

なっております３年未満で閉店したという事例は

過去５年間ではございません。

あとは廃業率ですけれども、3.8％になりま

す。

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。
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引き続き、質疑通告をしていない委員の質疑に

入ります。順次、会派を指名いたします。

まず、奏望会の御質疑ありませんか。

◎１２番（齋藤 豪委員） 決算書114ページに

なります。７款１項２目商工振興費18節負担金、

補助及び交付金、中心市街地活性化協議会支援補

助金。

まず、確認も含めて、中心市街地の場所、概念

はどこを捉えていますか。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 中心市街地の

エリアの概念ということですけれども、現在策定

している中心市街地活性化ビジョンの中に定める

エリアとなっております。

具体的には駅前から土手町、公園、鍛冶町とい

うエリアになっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） この中心市街地活性

化協議会は、発足されて何年目になりますか。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 中心市街地活

性化協議会が設立されてからということですけれ

ども、平成20年度に設立されております。

◎１２番（齋藤 豪委員） 平成20年だと今年で

何年目になるのか。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 今年で18年目

になります。

◎１２番（齋藤 豪委員） 私、計算が苦手

で、18年目ということで、18年前にこの協議会が

設立されたということをもって、中心市街地の活

性化が18年前からそういう議題に上がったという

捉え方でよろしいでしょうか。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） この中心市街

地活性化協議会は、第１期の中心市街地活性化基

本計画策定に基づいて設立されております。

◎１２番（齋藤 豪委員） なので、中心市街地

をどのように活性化していったらいいのかという

協議会の名の下に、幾らか中心市街地が疲弊して

いくというか、考え方の一つですよ、そういう思

いがあって、協議会が設立されたのかなというこ

とでよろしいでしょうか。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 中心市街地活

性化協議会は、中心市街地の活性化に関する総合

的かつ一体的な推進に関する必要な事項について

協議を行う組織でございます。

中心市街地活性化に関する事業の総合調整だっ

たりとか、活性化に係る事業の実施など、商業

者、市民、行政等が一体となった中心市街地活性

化施策において重要な役割を担うものであること

から、この中において、活性化に関する事業を行

政と一緒になって取り組んできたということに

なっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

18年前からそういう目的を持って構成されてき

た、運営されてきた協議会と認識します。

構成しているメンバーといいますか、団体とい

いますか、お知らせください。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 中心市街地活

性化協議会の構成員ですけれども、商店街振興組

合、あとは交通事業者、あとは市内の経済団体、

弘前大学、あとはＮＰＯ法人、あとはギャラリー

ネットワークひろさきですとか、市内の商業施設

を運営している団体等でございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） 様々な方があらゆる

専門的な知識を持ち寄って、こういう協議会を発

足して、18年前から議論してきた。結果、今の中

心商店街、課長はどのように捉えていますか。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 中心市街地の

現状ということでございますけれども、18年前か

ら基本計画を策定しまして、中心市街地活性化協

議会も含めて様々な取組を実施してきたものと捉

えております。

ただ、近年の購買動向の変化ですとか、あとは

インターネットショッピングの台頭、あとはコロ
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ナ禍のこともございまして、活力は以前のように

戻っていないと捉えております。

◎１２番（齋藤 豪委員） 決算ですので、これ

以上はお聞きしませんけれども、具体的に何か成

果はこれまでにありましたか。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） この中心市街

地活性化協議会の中での取組と、あとは中心市街

地活性化基本計画１期、２期と策定してまいりま

した。その中の主な成果としては、第１期であれ

ばヒロロが開業したもの、あとは土手町コミュニ

ティパークができた事業、２期においてはルネス

アリーができた事業と、あとは城東閣、あとはれ

んが倉庫美術館の開園というのが主な成果だと捉

えております。

◎１２番（齋藤 豪委員） 600万円ほどの予算

を投じて、毎年協議会に補助金として支出してき

ておりますけれども、この18年間というのは果た

して長かったのか・短かったのか。果たしてこれ

が、市民の方が今の現状を見るにつけて、どうい

うような思いを持っておられるのか。今後の市民

の意見をしっかりと拾い集めた市街地の活性化に

つなげてもらえるよう期待して、終わりたいと思

います。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、奏望会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

◎２２番（松橋 武史委員） 決算書122ペー

ジ、７款２項２目、弘前城植物園についてであり

ます。

まず、昨年度の入園者数と、そのうち320円の

入園料を支払い入園した人数と、もう一つ数字で

あります、入園料の総額について、３点お伺いさ

せてもらいます。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 弘前城植物園の令

和６年度の入園者数につきましては、９万9910人

となっております。そのうち、有料で入られた人

数につきましては、７万4161人となっておりま

す。入園料につきましては、大人と子供、また団

体の大人、団体の子供と、いろいろ区分がありま

すけれども、その総収入といたしましては1655

万520円となっております。

◎２２番（松橋 武史委員） 分かりました。

その数字が、弘前城公園を訪れる方の割合から

すると、多いのか・少ないのかということを検証

しなければならないのかなと考えております。

そこで、指定管理料4500万円程度となっており

ますが、この4500万円には園内の修繕費、改修

費、整備費、いわゆる悪くなったところを直す予

算というのは含まれているのかどうか、確認させ

てもらいます。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 指定管理料につき

ましては、園内の修繕料も含まれております。そ

のほか、公園緑地課で持っている予算の中にも、

園内の修繕料はあります。

◎２２番（松橋 武史委員） このたびの質疑に

ついては、この植物園を好きだと、愛してやまな

い方からのメッセージでございまして、320円の

入園料を取って、見せるようなものではないとい

うお話であります。

そして、植物の案内プレートというのですか、

それがオープンしてすぐなのかな、雪で潰された

ままの状態だというお話。そして、案内プレート

が経年劣化なのか数年間取り替えられることなく

ほとんど見えない状態であると。そして、観光客

に対して、このような植物園は本当に恥ずかしい

と。そして、何が観光都市弘前市だというお話で

ありまして、この後、続くのでありますが、少し

厳しい言葉になりますので割愛させていただきま

すが、このような現状、オープンしてすぐの状態

のときの声だと思われます。担当課でこのような
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現状というのは確認されているのでしょうか。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 弘前城植物園が、

弘前公園三の丸に都市緑化植物園として整備され

て、昭和63年に開園しております。敷地面積約８

ヘクタールの園内には、1,500種、12万4000本の

樹木と草花が23区画に見本園として展示され、当

市の緑化推進の拠点として、啓発普及、指導の役

割のほか、弘前城菊と紅葉まつりのメイン会場と

なってきております。

ただ、開園から30年ほど経過しておりまして、

どうしても施設の老朽化による危険箇所や、樹木

の成長に伴い本来の展示目的が失われた場所も多

くなっている状態であります。

現在、大分壊れたところもありまして、毎年少

しずつ少しずつ補修をかけてはおりますけれど

も、お客さんから確かに昔と違うということを言

われるのも理解できるような状態となっておりま

す。

ただ、公園としましても、見どころが大分少な

くなっておりますので、令和３年度にはバラ園の

整備をしたり、令和４年から令和６年にかけて、

ハート型のツルバラで見どころをつくって、今

年、お披露目とかもやったりしておりまして、そ

のほか、今、コキアも導入しまして、今年の見ど

ころをつくれないかなということもいろいろやっ

ておりますので、ちょっと長い目で見守っていた

だけたらと思います。

◎２２番（松橋 武史委員） 恐らく私に声を届

けていただいた方も長い目で見てきて、ここで我

慢できずに私に声が届いたのかなと理解をしてい

るところであります。これ以上待てません。

今、課長の答弁では、がまぐちが二つある

と。4500万円の管理費においても修繕費をしっか

り盛ってあると。そしてまた、担当課においても

修繕できる予算があるということであります。ど

うぞ、長い目で見ていただきたいという甘い考え

ではなく、しっかり整備計画を立てて、観光客を

迎え入れていただきたい。そしてまた、今、観光

客は10万人弱ですよね。弘前市を訪れる方々の人

数に比べると、せっかく弘前城本丸まで来ても

らっているのにもかかわらず、足を少し延ばせ

ば、弘前城植物園にも来ていただけるチャンスで

ありますから、どうぞイベント等に目を向ける前

に、しっかり基礎となる部分を整備されたいわけ

であります。来年度については課長自身、課の

方々を連れて、オープン前、しっかりそのように

なっているのか、恥ずかしくない状態になってい

るかどうかということを確認できますか。

◎公園緑地課長（鳴海 淳） 来年度の話であり

ますけれども、私は今年でちょっと……、次の課

長に引き継ぎたいと思います。

◎２２番（松橋 武史委員） どうぞ、もし引継

ぎがあるとすれば、引継ぎの際に松橋がこのよう

な話をしたということを引き継いでいただいて、

開園が４月10日ですか。だとすれば、その前に、

雪解けの水、また泥で長靴でなければ行けないよ

うな状態になっているとか、そういったところを

しっかり確認して、迎え入れる体制をしっかり整

えていただきたい旨を引継ぎ、体制を整えていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公明

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって、７款商工費に対する質疑を終結い

たします。

昼食のため、暫時休憩いたします。

〔午前１１時４８分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

──────────────────────

◎副委員長（坂本 崇委員） ８款土木費に対す

る理事者の趣旨説明を求めます。

◎建設部長（木村 和彦） ８款土木費の決算に

ついて御説明申し上げます。

まず、建設部に係る１項から３項までについて

御説明申し上げますので、126ページを御覧くだ

さい。

１項土木管理費は、人件費と各種協議会等に係

る経費であり、予算現額3949万6000円に対しまし

て、支出済額が3927万5917円で、22万83円の不用

額となっております。

126ページから133ページの２項道路橋りょう費

は、道路や橋梁等の新設、改良及び除排雪業務な

どに係る経費であり、予算現額57億4584万4306円

に対しまして、支出済額が49億8838万3454円、翌

年度繰越額が５億1735万7411円で、２億4010

万3441円の不用額となっております。翌年度繰越

額は、建設機械等車両更新事業及び橋梁アセット

マネジメント事業などに係るものであります。

不用額の主なものを申し上げます。

128ページを御覧ください。

１目道路橋りょう総務費のうち、18節負担金、

補助及び交付金の1060万5778円は、弘前駅自由通

路屋根改修事業負担金の確定などによるものであ

ります。

129ページ、２目道路維持費のうち、12節委託

料の１億2518万9380円は、除排雪業務に係る経費

が見込みを下回ったものであります。

131ページ、３目道路新設改良費のうち、14節

工事請負費の965万6318円は、契約差額によるも

のであります。

132ページ、６目地方道改修事業費のうち、12

節委託料の1108万6000円は、道路融雪施設に係る

設計内容の精査により執行に至らなかったもので

あります。

133ページから134ページの３項河川費は、河川

の改修・維持に係る経費であり、予算現額１

億2384万9059円に対しまして、支出済額が１

億1883万8217円で、501万842円の不用額となって

おります。

続きまして、４項都市計画費について御説明申

し上げます。

134ページから138ページの４項都市計画費は、

都市整備部及び上下水道部の所管事務に係る経費

であり、予算現額28億9637万3092円に対しまし

て、支出済額が27億9463万9556円、翌年度繰越額

が3575万5100円で、6597万8436円の不用額となっ

ております。翌年度繰越額は、歩きたくなるまち

なか形成事業及び都市計画道路３･４･20号紺屋町

野田線街路整備事業に係るものであります。

不用額の主なものを申し上げます。

134ページを御覧ください。

１目都市計画総務費のうち、12節委託料の584

万9559円は、社会資本整備総合交付金の確定など

によるものであります。

136ページ、３目街路改良事業費のうち、７節

報償費の689万5575円は、弁護士報酬の確定によ

るものであります。

137ページ、４目交通政策費のうち、18節負担
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金、補助及び交付金の1654万2788円は、電気バス

導入事業費補助金の確定などによるものでありま

す。

続きまして、建設部に係る５項住宅費について

御説明申し上げます。

138ページから141ページの５項住宅費は、市営

住宅の維持管理及び建築指導に係る経費であり、

予算現額６億7978万7000円に対しまして、支出済

額が６億6787万4543円で、1191万2457円の不用額

となっております。

不用額の主なものを申し上げます。

139ページを御覧ください。

１目住宅管理費のうち、14節工事請負費の520

万1954円は、契約差額によるものであります。

以上であります。

◎副委員長（坂本 崇委員） 本款につきまして

は、３名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎１７番（千葉 浩規委員） よろしくお願いし

ます。

８款２項３目、決算書130ページの委託料、松

森町停車場線外交通量調査業務委託料についてで

す。

資料要請で４か所の調査結果については、資料

を頂きました。４か所のうち、実は３か所は、私

が今日ちょうど通過してきた箇所でした。その中

の一つの取上交差点、青森みちのく銀行松森町支

店前の県道と交差する交差点ですが、そこにおい

ては、朝夕に一時的な渋滞が発生するということ

でした。そこで、こうした結果を受けて、どのよ

うな検討をしてきたのか、答弁をお願いします。

◎土木課長（工藤 昭仁） 調査結果につきまし

て、取上交差点の今後の対策等のことでございま

すけれども、今回の調査につきましては、青森県

の渋滞対策推進協議会が渋滞箇所として特定して

いる交差点のうち、交通量が多いと見込まれる箇

所や右折車線がない箇所を選定して、対策検討の

基礎資料として、交通状況を把握することを目的

に実施したものでございます。

調査といたしましては、朝の７時から９時まで

と、夕方５時から７時までの時間帯で対象交差点

に進入する方向別の車両の通過台数を計測する交

通量調査のほか、１回の信号待ちで滞留する車列

の長さと、通過できなかった車列の長さを測定す

る渋滞調査を行ったものです。

調査の結果、取上交差点につきましては、夕方

５時から６時の時間帯で交通量が最も多く、また

朝夕ともに、弘南鉄道弘南線弘前東高前駅から富

田町方向と、富田町方向から弘前東高前駅方向の

双方で、一時的に渋滞が発生している状況を確認

してございます。

今後につきましては、この調査結果を基に、県

道との交差点でもございますので、中南県土整備

事務所と協議を進めてまいります。

◎１７番（千葉 浩規委員） 実は弘前東高前駅

から当該交差点に入って、市役所に向かうために

右折しようとした場合、ちょうど私の目の前の信

号は赤になっているのです。私の後ろの信号は青

になっているのです。なので、対向車が次々に来

ますので、赤ですので、途切れたときにはもう赤

なので右折できないという状況です。右折車線が

ないので、後ろにずらっと車が並ぶという状況

で、実は昨日、おととい、帰るときにその交差点

を通りましたら、ちょうどそういう状況になって

いました。ただ、私もこの交差点に慣れています

ので、後ろの車が渋滞にならないように止まる技

を覚えておりまして、渋滞を発生させないでやっ

ております。しかし、慣れていないと渋滞が発生

するということで、もう長蛇の列になっておりま

した。

そういうことで、道幅を広める、右折車線を設
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けるというのはかなり厳しいかと思うのですが、

せめてこの信号機の時差を調整するということは

できないのか。また、右折の矢印を設けることは

できないのか、答弁をお願いします。

◎土木課長（工藤 昭仁） 信号の件でございま

す。

信号の設置と管理は警察が所管するものでござ

います。現状はおっしゃるとおり、右折車線がな

いことから、右折車線の信号の設置は困難である

と考えます。したがいまして、今回の交通量調査

の結果を基に、信号サイクルの調整などを警察と

協議してまいりたいと考えております。

◎１７番（千葉 浩規委員） 最後に要望なので

すけれども、うまく擦り抜けることができる私で

も、冬になると交差点に雪が積もりまして、なか

なか困難になってきます。冬場は特に渋滞が発生

しないように、交差点の除排雪の徹底をよろしく

お願いしたいと思います。

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、創和・公

明。

◎９番（竹浪 敦委員） 私からは、８款２項３

目、説明書が188ページの渋滞対策事業です。今

の千葉委員の質疑と大分かぶるので、ざっくり概

要は割愛させていただきます。

説明書にある松森町停車場線外交通量調査業務

委託料の、城東線(歩道設計)の内容というものを

お伺いいたします。

◎土木課長（工藤 昭仁） まず、松森町停車場

線の交通量調査ですけれども、こちらの調査箇所

は４か所を選定いたしました。まず一つが、青森

みちのく銀行松森町支店前の取上交差点、あとエ

ネオス弘前土手町店前の(仮称)松森町交差点、旧

弘前市立病院南側の(仮称)土手町交差点、あとカ

ブセンター神田店付近の神田北側交差点の４か所

で実施してございます。

調査内容といたしましては、朝夕の時間帯での

交通量の調査のほか、１回の信号待ちで滞留する

車列の長さと通過できなかった車列の長さを測定

する調査を行ったものでございます。

調査結果につきましては、取上交差点につきま

しては、先ほど言いましたが、弘前東高前駅から

富田町方向と、富田町から弘前東高前駅方向の双

方で、一時的に渋滞が発生している状況でござい

ました。また、神田北側交差点では、石渡から撫

牛子方向で一時的に渋滞が発生しております。な

お、(仮称)松森町交差点と(仮称)土手町交差点で

は渋滞はございませんでした。

続きまして、城東線の歩道設計につきましてで

すが、かつや弘前城東店前交差点の小比内から松

ヶ枝方向の渋滞緩和を図るため、交差点付近の歩

道を改修して右折車線を整備するものであり、こ

れに係る設計業務を実施したものでございます。

◎９番（竹浪 敦委員） この城東線の交通渋滞

緩和の対策完了後に、この効果の検証というもの

は行うものでしょうか、お伺いいたします。

◎土木課長（工藤 昭仁） 城東線につきまして

は、今年度対策工事を実施しております。完成

が10月を予定してございますので、その後の11月

に職員による現地調査を行い、信号待ちで滞留す

る車列の長さなど交通状況の確認を行う予定とし

ております。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、８款２項

２目、決算書130ページ、説明書186ページ、緊急

路面対策整備事業についてお伺いいたします。

まず、この事業の概要を簡潔にお聞かせくださ

い。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 当該事業は、幹

線道路や幹線に準ずる道路などについて、安全で

円滑な道路交通を確保するために、舗装の個別施

設計画に基づき、舗装表層部の損傷状況が著しい

路面の舗装補修を行うものでございます。

◎３番（志村 洋子委員） この対象となる工事
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の判断基準などについてお聞かせください。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 対象工事の判断

基準につきましては、舗装のひび割れ、わだち掘

れ、平たん性など、道路の状況を把握するため

に、路面の性状調査を行って、舗装の損傷程度を

評価して決めております。

◎３番（志村 洋子委員） 本事業の現段階での

進捗率、また、路面の補修や整備を実施した結

果、市民生活にどのような効果を与えたのかお聞

かせください。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 舗装の個別施設

計画は、令和２年度から令和11年度までの10か年

計画で行います。

計画延長は１万6415メートルとなっておりまし

て、令和６年度の実績は、独狐中崎線ほか７路線

で延長1,466メートル実施しまして、令和６年度

までの進捗率は39.1％となっております。

市民生活の効果としましては、補修を行ったと

いうことで、道路機能が保持されて、安全で円滑

な道路交通の確保につながっていると考えてござ

います。

◎３番（志村 洋子委員） 次に移ります。

８款４項４目、決算書137ページ、説明書196

ページ、まちなかお出かけパス事業についてお伺

いいたします。

この事業は、中心市街地の活性化や公共交通機

関の利用促進を目的として実施していると認識し

ておりますが、本事業の利用者数と、この事業に

よって得られた経済効果などをお聞かせくださ

い。

◎地域交通課長補佐（廣田 洋平） お出かけシ

ニアパスの利用者数につきましては、申込者が令

和６年度の定員800名に対し、782名の申込みがあ

りまして、申込み後のキャンセル21名を除く761

名に御購入いただいております。

次に、経済効果につきましては、自家用車で自

宅から目的地まで直接移動する場合と比較して、

停留所などまで徒歩で移動し、公共交通で外出す

ることによる医療費抑制に効果があるものと認識

しております。その試算といたしましては、徒歩

１歩当たりの医療費抑制額が0.061円という研究

結果に基づきますと、お出かけシニアパスの申込

定員の800名の方に利用していただくことによ

り、年間で約800万円の医療費削減効果が見込ま

れ、健康都市弘前の実現に寄与するものと考えて

おります。

◎３番（志村 洋子委員） 約800万円の医療費

削減は経済効果への貢献度が非常に高いと感じま

した。しかも、健康寿命の延伸につながっている

ことも分かりました。

間もなく定員に達しそうなほど人気の高い本事

業ですが、この事業を運営していく中で、市民か

ら寄せられた意見要望などの声、また課題につい

ての対策があるかお聞かせください。

◎地域交通課長補佐（廣田 洋平） 市民から

は、定員を設けず、希望者全員が利用できるよう

にしてほしいという声が寄せられております。ま

た、冬期間しか公共交通を利用しないという方か

らは、年間6,000円の購入料について負担感が大

きいという声もございました。

これらの意見を踏まえまして、令和８年度以降

の制度設計について、交通事業者と協議しなが

ら、より利用しやすい制度となるよう検討を進め

ていきたいと考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 市民の皆様から様々

な声が届いているようですが、この事業を継続し

ていく上で、利用率を上げるための展開や計画が

あるのかお聞かせください。

◎地域交通課長補佐（廣田 洋平） 中心市街地

の活性化や公共交通機関の利用促進に加えて、高

齢者の運転免許自主返納を促進するためにも、公

共交通を利用しやすい仕組みづくりが重要となる
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ことから、希望者全員がお出かけシニアパスを利

用できる制度となるよう、交通事業者と一緒に今

後も検討を進めてまいりたいと考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 参考までに、令和７

年度、まだ６か月しか経過しておりませんが、現

段階での申込み状況をお聞かせください。

◎地域交通課長補佐（廣田 洋平） 今年度は８

月末時点で823名の方からの申込みがあり、その

うちの798名の方が実際にパスを御購入いただい

ております。

また、定員の800名に達した後の申込者につき

ましては、キャンセル待ちをしていただいている

という状況にございます。

◎３番（志村 洋子委員） 最後に意見要望で

す。

令和７年度は既に定員を超える申込みがあった

とのこと、市民のニーズが高い事業ですので、今

後、申込みが増加した場合でも、希望者全てが利

用できるような制度づくりをお願いいたします。

また、雪が降る冬の期間しか利用しない人に

とっては、年間6,000円の負担はかなり大きいと

の声が届いているとのことですので、例えば６か

月で3,000円のパスを用意するなど、交通事業者

とも協議をしっかり行って、市民のニーズを直接

反映した制度になるよう、前向きな検討をお願い

いたします。

次に移ります。

８款５項２目、空き家・空き地利活用事業につ

いてであります。決算書140ページ、説明書200

ページ。

マッチング成立件数など、この事業の具体的な

実績と、また、目標値に対する達成率がどの程度

であるかお聞かせください。

◎建築指導課長（熊澤 靖夫） 弘前圏域内の空

き家・空き地の利活用を図ることを目的に、空き

家・空き地バンクを運営し、空き家・空き地を売

りたい、または空き家を貸したい所有者の物件を

バンクに登録し、ホームページにその情報を公開

しております。

令和６年度の市の成約件数は28件となってお

り、バンク制度開始の平成27年からの累計で318

件となっております。

弘前市空き家等対策計画の施策成果指標であ

る、バンク制度によって利活用された空き家・空

き地の利活用累計件数の令和６年度の目標値

は345件であり、達成率は92.17％となっておりま

す。

◎３番（志村 洋子委員） 空き家・空き地利活

用事業の移住者への実績がこれまでどの程度で

あったかお聞かせください。

◎建築指導課長（熊澤 靖夫） 平成27年度から

事業を実施しており、令和６年度までの補助金を

交付した累計は173件となっております。そのう

ち移住者は12件でございます。なお、令和６年度

の実績はございませんでした。

◎３番（志村 洋子委員） 利活用事業に関して

市民からの相談で最も多い内容は何であるか。ま

た、所有者、地域住民など関係者が直面している

課題は何かお聞かせください。

◎建築指導課長（熊澤 靖夫） 利活用に関する

市民からの相談で最も多いのは、相続や権利関係

の整理についてです。

課題については、相続登記や遺産分割協議が未

了となっている不動産は第三者への譲渡が困難で

あるため、手続を進めようとはするものの、相続

人の一部から同意が得られないなどの理由で手続

が長期化し、そのまま放置されるといったケース

が見られます。

また、所有者については、空き家の維持管理の

負担が大きいこと、地域住民については、空き家

がもたらす安全性、衛生面、防災面での不安、雑

草等の不適切な管理による生活環境の悪化などが
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あると認識しております。

◎３番（志村 洋子委員） 最後に意見要望で

す。

相続登記の義務化が令和６年度から施行された

ものの、まだまだ進んでいないのが現状でありま

す。この事業のＰＲのためにも、実際に利活用し

て成功したリノベーションの事例を積極的に発信

して、利活用意欲を刺激するのも一つの手段と考

えます。

また、利活用後のトラブルを未然に防ぐために

も、地域住民との連携や円滑なコミュニケーショ

ンは必須と考えますので、そういった取組をお願

いいたします。

◎副委員長（坂本 崇委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、櫻鳴会の御質疑ありませんか。

◎２２番（松橋 武史委員） 説明書196ペー

ジ、８款４項４目交通政策費の、路線バス運行費

補助金についてであります。

これまでも何回か取り上げてまいりました横断

歩道付近、交差点付近にバス停が存在している、

いわゆる危険なバス停についてであります。令和

３年の第３回定例会予算決算常任委員会では、理

事者側から市内には現在７か所あるという答弁を

記憶しているところであります。

当時、私は早急にこのようなバス停がなくなる

ことを望むと強く要望したところでありますが、

その後どうなったのか、現在は危険なバス停が改

善されて、なくなったのか、また、まだ残ってい

るのか、確認させていただきたいと思います。

◎地域交通課長（羽賀 克順） いわゆる危険な

バス停ですけれども、令和４年12月末に国土交通

省東北運輸局青森運輸支局で公表している資料に

よりますと、この危険なバス停は弘前市管内で10

か所ありまして、そのうち、その資料では２か所

対策済みでございましたので、令和４年12月末時

点では８か所危険なバス停が存在していたことに

なります。

その後、令和５年から定期的に弘南バスと意見

交換を行っており、危険なバス停について対策す

るように都度促しておりまして、現在では４か所

危険なバス停がまだ存在している状態でありま

す。

◎２２番（松橋 武史委員） 要約しますと、令

和３年定例会の時点では７か所という情報。そし

て、その後は10か所まで数が増えていたと。そし

て現在は改善がされて４か所まで減ったという答

弁でございました。

その４か所についてでありますが、改善対策、

いつ頃までに改善されるのか、その見込みの情報

がありましたらお知らせ願いいたします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 先日、弘南バス

に再度お伺いしたところ、残りの４か所は10月ま

でには対策したいという意向を受けているところ

でございます。

◎２２番（松橋 武史委員） かなり時間はかか

りましたが、10月までに危険なバス停がゼロにな

ることが確認できました。安心するところであり

ますけれども、弘南バスからは、危険なバス停が

ゼロになった時点で連絡が来ないことが想定され

ます。よって、10月中のどこかのタイミングで、

どうなったのかをしっかり確認していただいて、

市民に対し、どういった形になるかは分かりませ

んが、広報、お知らせをいただきたいと思いま

す。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

◎２６番（工藤 光志委員） 決算書は127ペー

ジ、８款２項１目の委託料と、それからもう一つ

は、負担金、補助及び交付金についてです。

まず、弘前駅自由通路警備業務委託料が1000万

円以上出ていますけれども、これは、入札をし

て、プロポーザルか何か、契約の内容と、どこの

業者に業務委託料を支払っているのかを教えてく

ださい。

それからもう一つは、弘前駅自由通路等関連施

設消防用設備等維持管理負担金と自由通路屋根改

修事業負担金、特に屋根の改修事業負担金が3900

万円ほど出ていますが、この内容についてお知ら

せください。

◎土木課長（工藤 昭仁） まず、弘前駅自由通

路の警備業務につきましてです。こちらの業者の

選定につきましては、指名競争となっておりま

す。委託先は有限会社ビルアートとなってござい

ます。

続きまして、自由通路屋根改修事業の負担金で

ございます。こちらは、負担金の協定の相手方が

東日本旅客鉄道株式会社となってございます。工

事の中身につきましては、市が管理している自由

通路の屋根の防水部分の改修工事を行ったもので

ございます。

◎土木課長補佐（坪田 幸治） ただいまの課長

の答弁に対して補足いたします。

自由通路屋根改修事業負担金でございますけれ

ども、自由通路につきましては、市が所有してい

る部分と、あとＪＲの駅とくっついておりますの

で、それらを一体的にというか、ＪＲ東日本の

持っている部分と市の部分を合わせて工事を行い

まして、それで市の所有している部分について、

負担金という形で、東日本旅客鉄道株式会社に負

担金を支出しているものでございます。

◎２６番（工藤 光志委員） それは分がるんだ

ね。あまりにも金額が大きいから言っているの

だ。

接続している部分の雨漏りとかそういうのは

あったとして、改修工事の全部の額は何ぼなの

か。全部の額が何ぼで、何ぼ負担したということ

でなければまねはずだ。あそこは市の所有の通路

なわけだよ。市道の一部になっているわけだ。だ

から、その接続部分だけを両方で負担金を出しな

がらやったとすれば、何ぼかかって何ぼ負担して

くださいという話にならなければまねなわけだ。

それを聞いたのだ。

それからもう一つ、警備の委託料ですが、そこ

の会社はどういう警備の仕方をしているのです

か。モニターを見て、ただ警備をしているだけな

のか、警備員が交通量の多いときに通路に立って

警備をしているのか、警備の方法も教えてくださ

い。

◎土木課長補佐（坪田 幸治） まず初めに、自

由通路の屋根の改修の負担金について御説明いた

します。

この自由通路が平成16年12月に供用されてか

ら、現在15年以上経過する中で、屋根が全体的に

防水の部分で劣化しておりまして、雨漏りしてい

るという状況でございました。それで、今回工事

いたしました全体額といたしましては、約6400万

円となっております。そのうち市が4350万円程

度、そしてＪＲが2100万円程度を負担しておりま

す。実際、足場を組んだりします、そういう共通

仮設費の部分は、それぞれの施工面積で案分して

おりまして、弘前市が58％程度、ＪＲが42％程度

で案分して支払っているところでございます。

続きまして、自由通路の警備業務でございます

けれども、まず、時間帯によって、人がいる時間

といない時間がございますけれども、基本的には
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自由通路と地下道の巡回監視ということで、朝は

６時から８時まで、夕方17時から夜23時まで、巡

回を５回以上行うことになっております。また、

深夜の23時から翌朝６時までの間も巡回は５回以

上ということで、およそ１時間に１回程度巡回す

るという形での警備体制となっております。

◎２６番（工藤 光志委員） 警備の業務委託に

ついては、いわゆる人件費ということになります

か。では、その中で夜中でもいつでも、いわゆる

防犯カメラ等でモニターでの監視というのはない

のでしょうか。

それから、もう一つは屋根の修繕です。15年で

このくらいの修繕費がかかると。接続部分という

のは、パーセントで言っても分からないので、面

積で教えてください。これで終わりますので、丁

寧に答弁をお願いします。

◎土木課総務事業推進係長（石岡 和仁） 弘前

駅自由通路警備につきましては、モニターでの監

視も、２か所警備の控室があるのですが、そちら

で交互にずっとしております。すみません。２か

所ございまして、そこでモニターでの監視を常時

しております。

◎土木課長補佐（坪田 幸治） 大変申し訳ござ

いません。面積は後ほど、資料としてお持ちした

いと思います。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、弘前さく

ら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、創和・公明

の御質疑ありませんか。

◎１４番（畑山 聡委員） 一つだけ。

８款４項４目の説明書197ページ、図柄入り弘

前ナンバープレート普及促進事業の概略について

まずお話ししてください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 図柄入りナン

バープレートですけれども、地域における郷土愛

や一体感の醸成による地域振興、また国内外への

知名度向上による観光振興を図ることを目的と

し、図柄入り弘前ナンバーを多くの市民につけて

いただく、普及していくことを推進している事業

でございます。

◎１４番（畑山 聡委員） その効果というか、

枚数というか、数でお知らせいただければと思い

ます。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 令和７年６月30

日現在ですけれども、総数で6,734枚、普及率で

は5.14％になっております。

◎１４番（畑山 聡委員） 会派で出雲市に行っ

たときに、八岐大蛇を図柄にしたものがありまし

て、どれが人気があるかといったら、色がついて

いるものよりもモノトーンのほうがいいと。見た

ら確かにモノトーンのほうがよくて、正直言っ

て、これは個人の主観的な問題ですけれども、弘

前市の図柄ですが、もう少し整理されたものが

もっといいのかなと。そしたらもっともっと弘前

市が活性化するのではないかという期待を込めま

して、要望で終わります。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、創和・公

明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、奏望会の御

質疑ありませんか。

◎１２番（齋藤 豪委員） 決算書は129ページ

です。８款２項２目12節委託料、除排雪業務委託

料です。

まさに昨冬大雪で大変御苦労されたかと思いま

す。ありがとうございます。改めてお礼申し上げ

ます。

除排雪の当初予算について、何ぼであったか、

追加が何回あって、最終決算は幾らまでいったの

か、参考までにお聞かせください。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 令和６年度の当
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初予算がまず10億円ついておりました。その後、

１回目の補正で５億円、２回目の補正でさらに５

億円、３回目の補正で３億円、４回目の補正で２

億円を補正しまして、25億円の予算に対しまし

て、決算は23億6853万円となってございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） まさに自然災害的な

豪雪でこのような予算が投じられたということ

で、非常に皆さん御苦労されたと思います。

雪が多かった年は市民からも様々な御意見や声

が届いてきたかと思います。どういう声が来て、

どういう対応をされたのか、もしあればお聞かせ

ください。何件ほど意見が寄せられたのかもお聞

かせください。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 市民の皆様から

頂いた要望等につきましては、令和６年度で

は6,640件ございました。その中でも特に苦情と

して多かったのが、一般除雪によるものが多く、

寄せ雪の偏りのことであったり、路面状態が悪い

とか、あと排雪の要望等も多く、おおむね一般除

雪、排雪等の要望で半数以上となっている状況で

ございます。

昨冬に関しましては、12月23日のどか雪に始ま

りまして、年末年始の豪雪、年が明けてからの連

続した降雪もございましたので、早くに排雪の指

示を出して対応してきたというところでございま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） まさにクリスマス前

からの大雪で、さらには年末年始、休日を返上し

て対応されたということで、本当に御苦労さまで

した。ただ、市民からのそういった意見要望に対

して、どのような対処をしたのか。また、その時

点で改善点といいますか、どういう話合いをもっ

て対処してきたのかお聞かせください。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 昨冬は例年に比

べて平均気温が多少高めであったということもご

ざいまして、それがどか雪につながったのではな

いかとも考えられるのかなと思っております。明

け方とかの降雪とかも割と多かったのかなという

印象を受けておりまして、そういった明け方に降

る雪に関しては、市では午前零時にまず降雪量を

確認して出動するというふうになっておりますの

で、出動した後に明け方の降雪となるとなかなか

対応し切れないというか、対応できないというと

ころもございます。そういったところについて

は、今後、除雪時間の変更などを考えていくこと

も必要なのかなと思っておりますので、今検討し

ているというところでございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

私のところにもお話がありました。工区によっ

て除雪の仕上がりに問題があるなという御指摘も

ございました。そういうことに対して何か改善点

とか話はありましたでしょうか。

◎道路維持課長（竹村 隆史） ばらつきがある

というお話なのですけれども、各除雪の工区に市

の職員が張りついて、現場等をパトロールして状

況等を確認しております。もちろんばらつきがな

いように、それぞれ現場を確認して、それを持ち

帰って、課内でも話をしながらやっているところ

ではあるのですけれども、我々としても、そう

いったばらつきがないようにはやっているつもり

ではあるのですけれども、そういった声があると

いうことであれば、今後、そういったところに注

意しながらやっていければいいなと思っておりま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） さらに、もう１点ほ

ど。

業者から、随分人手不足だという声も聞こえて

きております。その辺について、決算ですけれど

も、今後どのような対応をしていくのかお聞かせ

ください。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 業者の人手不足
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というのは、はっきりとは聞いておりません。た

だ、全体の話として、オペレーターの高齢化とか

が言われる中で、我々としても業者を支援してい

かなければいけないということで、令和６年度か

らオペレーターの資格取得等に関する補助金とい

うのをやってございますので、そういったところ

で、業者の皆様に支援していきたいと思っており

ました。

◎１２番（齋藤 豪委員） 私も一回参加させて

もらいました。町内会長を集めて、その年の除雪

計画について、業者との打合せといいますか、そ

ういう会がありました。今年もできればそれをし

ていただきたい。もし、そういう予定があれば、

お聞かせいただければと思います。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 毎年、町会長と

か学校の関係者とか、業者もいらして、除雪説明

会というのはやってございます。もちろん今年度

も予定しておりまして、今現在、地区町会に日程

調整というか、そういった状況も確認している状

況でございますので、今後正式にお知らせして

やっていく予定でおりますので、よろしくお願い

いたします。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

自然が相手ですので、なかなか予測というのは

難しいかと思われますけれども、昨年度の反省を

踏まえて、さらに市民生活を守るという意味で、

業者との間に立って大変ではありましょうけれど

も、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。

ありがとうございます。

◎６番（工藤 賢生委員） それでは、私から８

款４項１目都市計画総務費の委託料の中の備考の

ところに、決算書134ページから135ページにかけ

て、まちづくりプレイングマネジャー業務、並び

に135ページのエリア再生人材育成プログラム業

務、さらに遊休不動産活用可能性等調査業務、こ

れらの説明資料を見ると、歩きたくなるまちなか

形成事業となっております。まず、その概要につ

いてお知らせ願います。

◎都市計画課長（小倉 洋幸） 私から、まず事

業の概要についてお答えいたします。

歩きたくなるまちなか形成事業は、弘前れんが

倉庫美術館を核とした周辺地域におきまして､｢ま

ちをウォーカブルに」をコンセプトに据えまし

て、空き店舗などの遊休不動産を活用した魅力的

な沿道づくりと、道路や広場といったオープンス

ペースを活用した居心地がよい空間づくり、この

二つを柱として位置づけまして、まちなかの回遊

性を高めまして、にぎわいの創出を図る事業でご

ざいます。

具体的な取組といたしましては、弘前市まちづ

くりプレイングマネジャーが、空き店舗の活用や

人材育成などを進める、うら道小道魅力向上事業

を通じて沿道の価値向上と、官民の中間的な協議

体として設立されましたひろさきウォーカブル推

進会議が実施するまちなかピクニックをはじめと

した社会実験を通じて、空間の価値向上を行って

おります。

これらの二つの取組の相乗効果によりまして、

エリア全体の価値とか魅力を高めまして、居心地

がよく歩きたくなるまちなかの実現を目指すもの

であります。

◎６番（工藤 賢生委員） この相乗効果によっ

て成果を出すということになりますけれども、こ

の事業で、今現在でどの辺の成果が上がっている

のかお知らせ願います。

◎都市計画課長（小倉 洋幸） 事業の成果とい

うことでございます。

まず、一つ目のうら道小道魅力向上事業の成果

について申し上げます。

まちづくりプレイングマネジャーによる人材育

成の取組であるまちの未来スクールや、これと一
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緒になって伴走支援によって令和５年度から６年

度までに２件、参考までに申しますと、今年度に

は既に５件の計７件の店舗等が開業しているとこ

ろでございます。

具体的には、令和５年度には土手町に飲食店

が、令和６年度には百石町にキャンプ用品販売と

カフェを併設した店舗が開業しております。

さらに、これも参考になります、今年度の状況

でございますけれども、既に飲食店のほか、完全

無人型の宿泊施設、あとは映画館跡地にカフェ

バーを併設するイベントスペース、主に観光客向

けの民芸品店、あとはチャイと呼ばれるインドの

お茶があるのですけれども、そのテイクアウトの

専門店がそれぞれ開業しておりまして、令和８年

度までに目標としております新規事業創出件数

の10件に近づいておりまして、順調に推移してい

るものと捉えております。

続きまして、もう一つのひろさきウォーカブル

推進会議による取組の成果についてでございます

けれども、この推進会議におきましては、まちな

か空間の楽しい使い方をコンセプトとする社会実

験、ひろさきまちなかピクニックを毎年９月中旬

ごろ着実に実施しているところでございまして、

出席者も年々増えてきております。また、単発の

イベントから日常に落とし込んでいくことを目指

している中で、今年度に入ってからは、弘前青年

会議所や弘前大学公認のサークル、こういった方

などによって、まちなかピクニックをモデルとし

たイベントも開催され始めているところでござい

ます。

さらには、この推進会議の活動から派生しまし

て、吉野町緑地においては、愛犬と過ごせるイベ

ントを定期的に開催する団体や、先日、屋外での

映画上映をメインとしたイベントを行う団体も出

始めてきておりまして、こういった取組が日常的

に行われることで、回遊性とかにぎわいの創出に

つながって、ひいてはエリア全体の価値が高まっ

て向上させるものと考えてございます。

◎６番（工藤 賢生委員） 非常にいい成果は出

ているという回答でしたけれども、逆に令和５年

からやっていて、課題等も見えてきていると思い

ます。その辺の課題、どのような課題点を持って

いるのか、あればお知らせ願います。

◎都市計画課長（小倉 洋幸） 課題ということ

でございます。

まず、うら道小道魅力向上事業の課題といたし

ましては、先ほども申し上げましたが、まちの未

来スクールとかプレイングマネジャーの伴走支援

によって様々な店舗が増えてきているところなの

ですけれども、一方で、これらの店舗等の情報と

か事業の取組状況につきまして、市民への情報が

まだまだ不足しているものと感じております。

こういったことからも、今後は広報ひろさきを

はじめとして、市のホームページ、あとＳＮＳな

どを活用しまして、情報発信を強化いたしまし

て、まずは官民連携で取り組むウォーカブルなま

ちづくりについて、多くの市民の皆さんに知って

いただくことで、まちへ訪れる方を増やし、さら

なる活性化につなげていければと考えておりま

す。

もう一つ、ひろさきウォーカブル推進会議につ

いてでありますが、まちなかピクニックといった

社会実験的な取組を持続して展開していくために

は、安定的な収入と人員の確保というものが大切

だと捉えております。そのような中、人員の確保

につきましては、ウォーカブル推進会議の構成員

が年々増えてきておりますし、あと大学生のボラ

ンティアなどに多く参加いただけるようになって

きておりますので、こういった新たな協力体制も

築かれ始めてきているところでございます。

市といたしましては、ウォーカブル推進会議の

構成員の一員としまして、収入確保に向けた手法
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の検討とか、あと、まちなかピクニック等の社会

実験の実施に係る運営面でのサポートを充実させ

て、イベントから日常、そして持続可能な取組と

なるように、引き続き支援してまいりたいと感じ

ております。

◎６番（工藤 賢生委員） いいものは伸ばして

いくべきだと思います。今、課長が課題等、情報

発信の不足とか人員面、それと収入確保、この大

きく言って三つをどうするかというのが一番今後

の課題になるのかなと思います。今後、次年度以

降、この課題を生かすような事業の政策を取って

いただきたいと思いますので、それをやることに

よって、私たちも実は８月27日に建設常任委員会

でこの辺を歩いて調査しましたけれども、市の中

でも、このプレイングマネジャーが非常に熱心に

やっているのも確認しております。

それと、若い人もどんどんまちに出店していけ

ば、どんどん人が入ってくるようなことにつなが

ると思いますので、その辺はこの課題をやっても

らって、よりいい事業にしていただきたいという

ことを要望して終わります。

◎２８番（田中 元委員） それでは、私は我が

会派の持ち時間を少し減らそうと思いまして、こ

こに立ちました。

決算書の129ページ、８款２項２目12節、それ

から18節もありますけれども、除排雪のことにつ

いてでございまして、ただいま齋藤委員からも質

疑がありましたけれども、私はかぶらないよう

に、私の見方からお聞きをしていきたいと思いま

すので、道路維持課の皆さん、しばらくお付き合

いをお願いしたいと思います。

先ほどは、委託の除排雪の経費、それから要望

等の件数、それも答えが出てきましたので、これ

は分かりました。パスします。この部分はパスし

ますけれども、どちらにしても大変な数字であり

ます。

雪国の宿命でありますけれども、令和６年度も

記録的な大雪になったわけであります。雪に関し

ては、何十年来、毎年苦情・要望の件数の断トツ

トップでありまして、このことは来年も再来年も

多分変わらないのだろうなと予測をするところで

あります。多分当たると思います。それだけに、

市民生活に密着しているということであるわけで

ありますし、ひいては移住や企業進出にも大きな

影響を与えるのだろうと思います。少しでも何と

かしたいものであります。

除排雪に当たる道路維持課の皆さん、それから

除雪業者の皆さんの御努力には感謝したいと思っ

ていますし、市民からの苦情も一手に引受けをし

ているわけであります。

私の知っている家が２軒並んでいますけれど

も、右側の家は車で青森市へ通勤ですので、とに

かく除雪車に朝早く来てほしい。それで、家の前

を寄せて、できるだけ早く出てほしいと、行きた

いというわけですよ。ところが左側の家は高齢者

の二人暮らしです。車はありません。とにかく来

ないでよ、除雪に来ないでほしいと言うのです

よ。来れば寄せるのに大変だというわけですよ。

ということは、どちらかの家からか苦情が来ると

いうことになるわけですよ。これはどうしようも

ない、本当に困りますね。これはもうどうしよう

もない話でありますけれども、何しろ市道だけで

も1,000キロメートルを超えるような走行距離で

ありまして、直線にすれば弘前市から京都ぐらい

まであるのだというお話であります。これを短時

間に一気に処理するということ自体がそもそも大

変な話であります。

そして、夜中に降ってくるというのはまだし

も、近年どちらかといえば、朝３時、４時、５

時、朝方に降ってきます。それで結局急いで出

る。それで、通勤・通学の時間帯に間に合わせよ

うとする。結局、勢い、急いで、多少は粗末にい
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くということにもなるわけです。

そして、いろいろ苦情がありますが、市民の皆

様は除雪の財源などというのは全く考えていませ

ん、失礼ながら。ただ、やれと、何をやっている

のだと、この声だけですよね。これも何とかした

いものだと思いますけれども。

例えば市民の皆さんが、50億円かかろう

が、100億円かかろうが、幾らかかろうがやれと

言えば、できないわけはないと思います。できる

かもしれない。しかしながら、雪だけに金を突っ

込んでいるわけにもいきませんので。ただ、雪に

関しては、ある程度の出費は、私はやむを得ない

と思っています。これは財政課の話でありますけ

れども、聞きませんので御心配なく。大体、財政

が厳しいというのは、もう何十年くらい、予算書

の冒頭の常套文句でありますので、これを聞け

ば、答えは分かっていますので、あえてお聞きし

ませんけれども。ただ、今言ったように、除排雪

に関して、特に除雪に関して、予算面で十分な配

慮をしていただきたいと、このことをこの際何と

してもお願いをしておきたい。

冬になればいつも怒られるのは道路維持課で

す。財政課の皆さんは怒られたことはないでしょ

う。しかしながら、私が言うまでもなく、おたく

が動かなければどうにもならない話なのですね。

先ほど言ったように、十分御配慮をお願いしてお

きたいと思います。

そこで、私は何を言いたいかといいますと、も

うそろそろ遠慮をやめて、このような実情を市民

にもっと知ってもらう必要があるのではないか

と。さらにしっかり説明する必要性もあると思い

ます。そうすれば、市民の不満も多少は収まって

くれるのではないかと思いますし、多くの機会を

捉えて、この実情を訴えるべきであります。市も

頑張りますけれども、市民の皆さんもできるとこ

ろは何とかやってほしいと。市として、市民に対

する周知はもっと徹底すべきであると思います。

これはこれで要望しておきますので、よろしくお

願いいたします。

さて、一番目に聞きたいのは、先ほども話が

あったようでありますけれども、今、除雪業者の

オペレーター不足で、先行きが非常に心配です。

若手のオペレーターは成り手がいなくて、見れ

ば、ほとんど中年以上です。小さい会社は、若手

がいなくて社長自らやっていますというところも

結構あります。何しろ待機がかかれば晩酌はでき

ない。そして、暗い中、寒い中、出ていかなけれ

ばならないということです。そして、除雪中、一

生懸命頑張っているのに、行けば怒られる、どな

られるということがあるわけですよ。なおかつ安

い給料では若手は多分敬遠するでしょう。今ここ

であまりそれをどうこう言ってもしようがないの

ですけれども、結局バスの運転手でも、そんなに

寒い思いはしなくていいのだとは思うのだけれど

も、成り手はいないと。除雪が大変だということ

になりますので、まち全体の動きが止まってしま

うのですよ。将来これが一番心配です。さすがに

これはまずいことでありますので、このオペレー

ター不足に対して、市はどのような認識をしてい

るのか、そして、この取組をしているのか、併せ

てお尋ねをしたいと思います。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 除雪オペレー

ターの担い手不足ということでございますが、こ

ちらに関しましては、当市においても喫緊の課題

だと捉えておりまして、除雪業者に対しましても

アンケート調査をしております。そのアンケート

調査においても、現状不足しているとか、不足が

将来見込まれるとか、そういった御意見が多くご

ざいました。

そうした中で、当市としましても、先ほども御

説明しましたけれども、令和６年度から除雪オペ

レーター担い手確保事業費補助金制度を創設して
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おります。それについては、オペレーターに必要

な資格取得などに要する経費の一部を補助すると

いう内容になっております。令和６年度で

は、113万7231円の補助金を交付して、資格取得

等をした人が20名となっております。

◎２８番（田中 元委員） このことにつきまし

ては、今後どのような手だてがあるのかについ

て、私も関心を持って見ていきたいと思っており

ます。

そして、私の見る限りでも、除雪の作業に際し

て、ベテランと新米ではえらい腕の差がありま

す。えらい差がありますので、出ている路線に

よって、当たり外れが出るということになるわけ

ですよ。しかしながら、これは市民の皆さんも若

手を育成するという意味でも、本当は片目をつ

ぶってほしいなと思います。これは、市民の皆さ

んにここでお願いをしたいことであります。

それから、言うまでもなく雪は毎年コンスタン

トに降るわけではありませんので、降る年も降ら

ない年もあります。降らない年は機械も人も待

機、休みです。継続していくためには最低保障費

の引上げも私は考えるべきだと思っておりますけ

れども、これについてのお答えをお聞きしたいと

思います。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 最低保障のお話

でございます。最低保障制度の当市の割合につき

ましては、令和２年度に当初設計のほうは28％か

ら40％に引上げを行ってございます。ただ、令和

２年度以降、その対象というのは１件のみという

状況でございます。今後も除排雪業者の皆さんか

ら意見などを聞きながら、また、今後の気象状況

なども見ながら調査研究を行ってまいりたいと考

えてございます。

◎２８番（田中 元委員） 今申し上げたとお

り、このことは将来に向かっての継続性を維持す

るために、今後もさらに検討していくということ

が必要ではないかと私は思いますので、よろしく

お願いします。

それから次に、除雪に関する委託契約について

お尋ねをいたしたいと思います。

弘前市は、委託業者との契約を距離でもって、

１キロメートル幾らという距離契約をしていま

す。一方、青森県は時間契約でやっています。１

時間幾らとか。実は旧岩木町時代は時間契約をし

ていまして、除雪はいいなと多少褒められたとこ

ろであります。弘前市は距離契約ですね。これは

一見すると、いかにも時間契約でやると、オペ

レーターはゆっくり走って時間稼ぎをして、いか

にも金がかかりそうに見えます。それに対しては

何てことない、時間当たりの単価を下げればいい

だけですよ。何てことない。除雪業者は道路除雪

を早く終えて、次の民間の請け負っている駐車場

などへ行かなければなりません。遅くなれば怒ら

れます。道路除雪のスピードを上げるということ

にもつながっています。時間契約であれば、業者

はあまり急ぐ必要もなく、丁寧にはなると、私の

目からは見えます。そこで、私は以前からお話を

しておりましたけれども、弘前市が距離契約のほ

うが有利だと、うまくいくと考えてのことだろう

と思いますので、その根拠と理由をお示しくださ

い。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 除雪の単価とい

うことでございます。当市の一般除雪の単価につ

きましては、過去５年間の路線種別ごとの１キロ

メートル当たりの平均作業時間から距離単価を算

出して単価設定としております。

◎２８番（田中 元委員） 課長に、今ここでど

うのこうのとか、そんな無理な話はしませんの

で。ただ、どちらがどうかと、両者を比べて改め

て一回考えてみてほしいとお願いしておきます。

さて、これは市民からの要望でありまして、農

村部での各町会へ通じる幹線道路であります。一
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番分かりやすいのは、私のところを例に取ります

と、町会へ通っている２本の幹線は、今年はもう

完全に冬は１車線化です。それが、１週間、10日

と続くわけでありまして、車はかわせない、10ト

ン車も通ったりするわけですよ。幸い道路の半分

ぐらい、約１キロメートル直線ですので、向こう

が見えます。そこでお互いにどちらかが、それを

待つということになるわけです。途中でかち合え

ばもう本当に災難です。そこで、枝線は多少遅く

なってもこれはやむを得ません。我慢します。た

だ、私が今言ったように、ここは雪が降っても降

らなくても、幹線道路の拡幅、幅出し、これは速

やかに何とかやってほしい。これはうちの何か所

かの町会からの要望です。

ついでに、排雪ももう少し早い時期にやっても

らえないかということもございましたので、この

ことについて答弁をお願いします。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 排雪の幅出しと

いうことでございます。幹線道路の拡幅除雪、運

搬排雪の対応につきましては、交通量の多い道

路、バス路線など、主要幹線道路、幹線道路を優

先的に実施しております。また、歩道がない通学

路やクランク、バス路線など擦れ違いが困難な道

路交通の影響が高い箇所を重点対策箇所として位

置づけしまして、パトロールの強化により早期に

対応を行っているところでございます。

その後、順次、準幹線道路、生活道路と実施し

ている状況でございますが、今後も道路パトロー

ルなど、あと町会長ホットラインといった情報提

供などにおきまして、市民生活に支障が生じない

ように、除排雪を実施してまいりたいと思ってお

ります。

◎２８番（田中 元委員） 今、課長の懇切丁寧

な御答弁をいただきまして、ありがとうございま

す。それはそれでいいのですけれども。１週

間、10日という時間ですよ。それが１車線です。

くどくなりますけれども。これは何とか、うちの

強い強い要望ですので、このことはぜひ頭に入れ

て、そのときには何とか応えていただきたい。こ

こでお願いをしておきたいと思います。

最後に、雪置場の件についてであります。

排雪の多くは、樋の口をはじめ岩木川の河川敷

で、ここは御承知のとおり、車が大混雑で、さら

に今年と言わずとも早く閉じるということにもな

ります。さらに問題なのは、春にこの雪を消すの

に何千万円という多額の費用がかかっています。

現在、堀越にも雪置場があって、これに対して市

の西側にもう一つ欲しいということですね。前市

長時代に議会としても要望したという経緯があり

ます。その後、何回か話がありましたけれども、

近年、その話が全くなくなりました。

そこで、市として、雪置場の件は立ち消えに

なってしまったのか、あるいは、まだやらないと

いうわけではないということなのか、市としての

現時点でのお考えをお聞きしたいと思います。

◎道路維持課長（竹村 隆史） 新規雪置場の件

でございます。こちらに関しては、現在、弘前市

総合計画にも掲載している状況でして、青森県に

対する重点要望で、交付金の事業対象として取り

扱っていただきたいということで、国への支援に

ついて要望しているところでございます。

また、市が加入している各種協議会においても

同様の要望活動をしている状況でございます。

◎２８番（田中 元委員） 多分お金がないから

なかなか難しいという話はよく理解しました。た

だ、この件に関してはどうか忘れることのないよ

うにしっかりと頭に入れて今後とも対処してほし

いと。できれば早い時間に対処していただきたい

ということをお願いしたいと思います。

それから、これは質疑ではありませんけれど

も、よく市民から、どうせ除排雪の経費にあんな

にかかるのだから、当初予算にどんどん盛ればい
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いのではないかというお話をいただくときもあり

ます。ただ、これは私の経験から言わせていただ

ければ、今年みたいな大雪の際は、国交省なり総

務省へ何とか除雪の経費をお願いしたいと要望活

動に行くわけです。ところが、向こうもいろいろ

調べていまして、雪が降った・降らないではなく

て、金があるか・ないかですよ。案外、金がある

ところは助けません。そこで私は総務省に昔行っ

たときに、知っている人がいまして、いろいろ聞

きましたら、おたく、除雪の費用が随分あるので

すねと。これは財調も同じです。追加追加といっ

て、うちは苦しい、除雪のお金はありません、何

とかしてほしいと行かなければならないのです

よ。金のあるところは支援しませんから。これは

一つのテクニックです。何ということはない。

私はくどくど申し上げましたけれども、市民か

らの苦情を一つでも減らしたい、少しでも少なく

したいという思いであります。よって、道路維持

課の皆さん、財政課もどうか大変でしょうけれど

も頑張ってください。陰ながら応援しています。

◎２４番（三上 秋雄委員） 皆さん、質疑で大

変疲れているところ、すみません。私からは１点

です。

決算書133ページの河川全般についてでありま

す。

決算ですので、どのぐらい河川費というのは

使っているのか。河川というのは各町会とかいろ

いろありますよね。それの清掃とか草刈りとか、

木の伐採とか、どのぐらい使っているのかお聞き

します。

◎土木課長（工藤 昭仁） 河川の管理費としま

しては、河川維持費といたしまして、決算書の委

託料でございますけれども、3100万円ほど支出し

ております。加えて、工事費では5700万円ほど支

出しております。

◎２４番（三上 秋雄委員） 3000万円ほど河川

維持費の中にありましたけれども、各町会の河川

の倒木、伐採とか、そういうのはどういうふうに

毎年計画的に伐採しているのか。

私に、川さ木がおがってしまって、年いって

まって川の下さ入っていがれないと、役所でどう

にかしてけらいねんだがという電話があって、毎

年言うのですけれども、地域で大変困っているみ

たいで、高齢化で若い人はいないということで、

その点どういうふうに対応してきているのか。

◎土木課長（工藤 昭仁） 河川の維持管理につ

きましては、市で管理している箇所もございます

けれども、町会の協力を得て管理している箇所も

ございます。そういった場所では、町会で河川内

の草刈りをしていただいた後、市で河川の中から

外へ刈った草の引上げをして処分をするというよ

うに、協力し合いながら河川の管理をしている箇

所もございます。

◎２４番（三上 秋雄委員） 今、課長から説明

があって、町会と市と、という話はそれで結構だ

と思います。ただ、その地域地域によって事情が

違いますので、とても町会で負えないという場合

が結構あると思います。その事情を十分踏まえ

て、河川の清掃とか草刈りとか、清掃くらいはい

いかも分からないけれども、ごみを拾ったり。木

の伐採とか草刈りも、背が高くなれば、年いけば

なかなか下に行ってやられないということがあり

ますので、早め早めに巡回するなりして、行政で

気づいたら、その旨町会とも話をしながら進めて

もらいたいと思います。

最後に、私はいつも土手町を通るのですけれど

も、土淵川がありますよね。あそこに美術館が

あって、散策しながら美術館と、市のほうではそ

ういうふうに言っているのですけれども、あそこ

の草刈りは年間どのくらいやっているのですか。

私が見ると、土淵川の、美術館の下の電車のあそ

こから見ると、草がおがっています。我々が各市
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に視察に行くと、川は本当にきれいにやっていま

すよ。あれは県の河川だと思いますけれども、地

元の弘前市が、県にそこを強く要望していかなけ

れば、あそこにせっかくいいものがありながら、

川が死んでしまっているという思いをしています

ので、その点について。

◎土木課長（工藤 昭仁） おっしゃるとおり、

土淵川につきましては、県管理の河川でございま

す。市では、県管理の河川について、県単要望と

いう形で、地元の御意見をすくい上げて、それで

県に要望しておりますので、草刈り、雑木伐採も

要望しておりますので、そちらについても引き続

き強く要望してまいりたいと思います。

◎２４番（三上 秋雄委員） 今、課長に答弁し

ていただきましたけれども、我々も要望をお願い

するのに１回ではかなえられないと。２回、３回

行きますよ。地域から上がった声を皆さんに届け

ていますよね。せっかく観光のまちとかをやって

いる割には、職員の皆さん、いやにのんきだな

と。私は鉄道のあそこに立ってみますと、せっか

く川があって、いい建物があってというイメージ

をするのだけれども、あれなら宝の持ち腐れにな

りますよ。もうちょっときちんと県に要望するな

り、やってくれるように強くお願いをして、いい

弘前市にいい川があるのだというイメージで頑

張ってもらいたいと思います。よろしくお願いし

ます。

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

◎１８番（野村 太郎委員） お疲れのところ失

礼します。

私からは８款２項３目、決算書131ページ、渋

滞対策事業について、すみません、三たび答弁さ

せてしまうというところで、重ならない感じで質

疑していきたいと思います。

まず、茂森新寺町線、いわゆる加藤坂のところ

の改良工事が終わって供用開始したと思います。

地元の人からは大変評価が高いのでございますけ

れども、令和６年度決算として、あそこの加藤坂

の路線改良をしたことでの渋滞に対する結果とい

うのは、どのように評価していらっしゃるか、ま

ず答弁願います。

◎土木課長（工藤 昭仁） 加藤坂の渋滞対策に

ついての効果でございますけれども、右折車線、

こちら２台程度の滞留が可能となってございまし

た。したがいまして、整備前に比べ渋滞緩和は図

られているということで、現場で見ております

と、右折車が１台いるおかげで路線が渋滞してい

る。それに対して今２台滞留できるスペースがで

きましたので、かなりの効果が上がっていると感

じております。

◎１８番（野村 太郎委員） ありがとうござい

ます。私もそう思います。

あそこは本当に１台が右折するために、後ろが

どっと茂森まで渋滞してしまうというところで、

その１台さえ何とかすれば真っすぐ進める。しか

も、あそこはもともとがクランクのような、直線

もクランクのようになっていて、大変走りづらい

道路だったので、この改良は大変よかった、大成

功だと思っておりますし、本当に先ほど申し上げ

たように、地域の皆さんからも大変感謝されてお

ります。

それを申し述べた上で、もう一点質疑したいの

ですけれども、先ほど来、議論に上がっている、

松森町停車場線外交通量調査業務に関してです。

先ほど答弁があって、しっかりと聞いていたつも

りだったのですけれども、あそこの松森町の交差

点と、あと門外と、それから土手町のところの交

差点、あともう一つ、神田北交差点でしたか、そ

ちらの調査も行ったというのですけれども、この

神田の調査の結果について、少し場所も含めて分

かりやすく説明をお願いします。
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◎土木課長（工藤 昭仁） 神田北側交差点につ

きましては、カブセンター神田店の市道と国道７

号が交わる交差点でございます。

調査の結果ですが、石渡側から撫牛子側に向

かって、一部渋滞が確認されたところでございま

す。

◎１８番（野村 太郎委員） もう一点確認しま

すけれども、その神田のカブセンターのところの

渋滞というのは、この事業が始まった、最初の事

業で道路幅員の確保、つまり右折車両と直線車両

がしっかり別レーンで並べるように拡幅した最初

の事業の箇所だったと思うのですけれども、その

認識でよろしいでしょうか。

◎土木課長（工藤 昭仁） 国道７号との交差点

につきましては、右折レーンの延伸を図った箇所

でございます。

◎１８番（野村 太郎委員） つまり、結果とし

ては、今回調査を行ったら、まだ渋滞は解消され

切っていない。つまり最初のこの事業において

も、渋滞が緩和され切っていないという評価だと

思いますけれども、その原因について、どのよう

にお考えでしょうか。

◎土木課長（工藤 昭仁） 当該箇所の交差点に

つきましては、通勤時間帯の交通量が非常に多い

のが一番の原因だと考えております。

◎１８番（野村 太郎委員） それは、皆さん、

ここの議場におられる方はみんな認識していると

思うのですけれども、では、解決策についてはど

のようにお考えでしょうか。

◎土木課長（工藤 昭仁） 解決策につきまして

は、今ここでまだはっきり申し上げることはでき

ないのですが、いろいろこれからできることがな

いか検討してまいりたいと考えております。

◎１８番（野村 太郎委員） 現状ではお答えい

ただけないということですけれども、多分あの場

所を知っている、この議場にいる多くの人はほと

んど通ったことがあると思うのですけれども、あ

そこは右折信号が交通量に比して青の時間が短す

ぎる、私はそこが重大な点だと思います。

先ほど来、松森町停車場線の信号の話も出てき

ました。信号については、去年も私、何回も取り

上げた城東の右折レーンの改修についても、右折

信号が必要ではないかというところで、これはす

ばらしい、いい事業だと思います。本当にかゆい

ところに手が届く、こういう事業が欲しかったの

だという渋滞対策事業だと思うのですけれども、

これまでの事業の中で、最後のネックになってい

るのが信号であると私は思います。青森県警に要

請するということで言っていらっしゃるのですけ

れども、受ける青森県警側も、一体全体、この渋

滞対策の交差点とかの改良というのが、今後どれ

くらいの事業をやって、どれくらい信号を改修し

なければならないものかという計画というか、道

筋が見えないと、なかなかこれという個別での対

応をするのは、県警側としても結構苦しい予算の

中でやっていらっしゃると思うので、大変だと思

うのです。

これは質疑ではなくて、意見として付したいと

思うのですけれども、このいい事業を成功させる

ためには、信号というものが大変重要になってく

ると思うので、今後、青森県警との折衝をするに

しても、これくらいの工事が今後10年で必要にな

ると思いますといったロードマップを何とかつ

くっていただいて、今後もこの事業を成功に持っ

ていっていただきたいと、意見を付しておきたい

と思います。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、無所属議

員の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 質疑なしと認め、

これをもって８款土木費に対する質疑を終結いた

します。
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──────────────────────

◎副委員長（坂本 崇委員） ９款消防費に対す

る理事者の趣旨説明を求めます。

◎総務部長（堀川 慎一） ９款消防費の決算に

ついて御説明申し上げます。

141ページから144ページにかけての１項消防費

は、弘前地区消防事務組合負担金、消防団、消防

施設及び災害対策に係る経費であり、予算現額30

億427万910円に対しまして、支出済額は28億3081

万7061円、翌年度繰越額は１億2376万9030円

で、4968万4819円の不用額となっております。翌

年度繰越額は、自動車購入費に係るものでありま

す。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

141ページから142ページにかけての２目非常備

消防費１節報酬の843万9131円は、消防団員の出

動報酬などが見込みを下回ったことによるもので

あります。

142ページから143ページにかけての３目消防施

設費14節工事請負費の1176万6598円及び17節備品

購入費の1067万6940円は、契約差額などによるも

のであります。

以上であります。

◎副委員長（坂本 崇委員） 本款につきまして

は、２名の質疑通告がございます。会派を指名い

たします。

まず、日本共産党。

◎１７番（千葉 浩規委員） よろしくお願いし

ます。９款１項３目、決算書142ページ、需用費

の施設修繕料についてです。

修繕の対象となる施設、また、令和６年度での

主な修繕の内容について答弁をお願いします。

◎防災課長（福士 智広） 修繕の対象となる施

設と、令和６年度の主な修繕の内容でございま

す。

需用費の施設修繕料248万6033円は、消火栓の

修繕料と消防屯所の修繕料で構成されておりまし

て、それぞれの決算額は、消火栓の修繕料が91

万833円、消防屯所の修繕料が157万5200円となっ

ております。

このうち、消防屯所の修繕の対象となる施設

は、市が所有している消防屯所77棟でございま

す。令和６年度における施設修繕料のうち、市所

有消防屯所の主な修繕内容は、破損している

シャッターの修繕が２件、それから経年劣化によ

り作動しなくなった火災発生時の警報装置である

モーターサイレンの修繕が２件、それから漏水し

ている給湯器、水道管、バルブ等の修繕が２件な

どでございます。

なお、建物の機能維持のために実施する外壁や

屋根などの大規模改修につきましては、施設修繕

とは別に毎年度２か所程度を実施しているところ

でございます。

◎１７番（千葉 浩規委員） 消防屯所の修繕に

ついてですけれども、今、答弁があったのは

シャッターとか、そういう比較的大きなものだっ

たのですが、修繕というのは計画的に作成してい

るものなのでしょうか、それとも、調査しながら

やっているものなのでしょうか、答弁をお願いし

ます。

◎防災課長（福士 智広） 修繕の計画でござい

ますけれども、市が所有する消防屯所全体の修繕

計画というものはございませんが、毎年度の定期

的な点検によりまして、施設の保全に努めており

まして、損傷や劣化の著しい箇所を優先的に、順

次計画的に修繕を実施しております。なお、人

命・安全に係る事項や消防団活動に著しい支障が

あるなど、緊急を要する場合には、補正予算や既

決予算の流用によりまして、できる限り速やかに

修繕の対応を取っているところでございます。

◎１７番（千葉 浩規委員） シャッターとか比

較的大きいものだったら、予算を取ってやるとい
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うことになると思うのですが、屯所ということに

なると、例えばトイレットペーパーとか、あとは

蛍光灯が切れたとか、どこどこが破損したとか、

比較的細々とした備品が壊れたとか様々あると思

うのですよ。それを一々市で把握しているわけで

もないと思うのですが、しかし、だからといっ

て、この費用を消防団に自費でやらせるというこ

とになれば、それはそれとして大変な負担になる

かと思うのですが、こういう細々とした備品の交

換等については、どのように対応しているのか、

答弁をお願いします。

◎防災課長（福士 智広） 消防団の屯所の修繕

のうち、専門的な知識や技術を必要としない比較

的容易に行えるもので、例えば、照明器具の交換

であったり、排水口・トイレの軽度の詰まりの解

消など、軽微なものにつきましては、今年度から

事前に相談の上、分団において修繕を実施した場

合、市が当該経費について、分団に交付金を支給

することとしております。

◎１７番（千葉 浩規委員） くれぐれも分団の

負担にならないように、きめ細やかな配慮のほど

よろしくお願いします。

◎副委員長（坂本 崇委員） 暫時休憩いたしま

す。

〔午後 ２時５０分 休憩〕

───────────────

〔午後 ３時３０分 開議〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

創和・公明。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、９款１項

４目、決算書143ページ、説明書202ページ、備蓄

体制整備事業についてお伺いいたします。

先日の地元紙に、赤ちゃんがいる家庭を対象と

して「赤ちゃんの防災」を開催したところ、乳幼

児を託児所に預けられる点も奏功してか、定員を

上回る方が参加したという記事が掲載されており

ました。赤ちゃんを持つ保護者にとっても、防災

は重要なテーマであることがうかがえます。

決算説明書によると、液体ミルク504本とあり

ましたが、赤ちゃんのための備蓄品はほかにどの

ようなものがあるかお聞かせください。

◎防災課長（福士 智広） 赤ちゃんのための備

蓄品でございます。液体ミルクのほかは、液体ミ

ルクの缶に装着して使用できる授乳用の人工の飲

み口のほか、哺乳瓶、それから乳幼児用の紙おむ

つを備蓄しております。

◎３番（志村 洋子委員） 次は、視点を変えま

す。

分散して保管されている備蓄品の配布計画や、

災害時の避難所運営との連携が重要と考えます

が、備蓄品の輸送、配布を円滑に行うためのシ

ミュレーション等の計画があるかお聞かせくださ

い。

◎防災課長（福士 智広） 地域防災計画におき

まして、物資輸送担当をあらかじめ定めておりま

して、備蓄品の保管状況の情報共有を行うほか、

市の総合防災訓練におきまして、備蓄品保管ス

ペースから避難所スペースまでの物資輸送訓練を

実施しております。

避難所運営担当には、現在見直しを進めていま

す避難所マニュアルを通して、指定避難所となっ

ている市立小中学校等における分散備蓄の内容

や、不足する備蓄品の輸送依頼時の連絡体制など

をあらかじめ情報共有することとしております。

◎３番（志村 洋子委員） 分散備蓄の保管場所

と備蓄している品目について、ざっくりお聞かせ

ください。

◎防災課長（福士 智広） 分散備蓄の保管場所

につきましては、旧上下水道部茂森庁舎を基点と

いたしまして、はるか夢球場、岩木庁舎のほか、

水害時に避難所として開設することとしている26
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の市立小中学校としております。

品目につきましては、アルファ化米などの食

料、それから簡易トイレなどの生活必需品、発電

機などの資機材等23品目を備蓄してございまし

て、そのうち、はるか夢球場には、主に投光器、

テントやマンホールトイレ、岩木庁舎には、主に

テントや毛布、市立小中学校には、アルファ化米

と飲用水を分散備蓄してございます。

◎３番（志村 洋子委員） 食料品や生活に必要

なものを備蓄していることが分かりました。

今後、分散備蓄の内容を増やす計画があるかお

聞かせください。

◎防災課長（福士 智広） 分散備蓄先の市立小

中学校に対しましては、避難所開設時の初動で必

要となるブルーシートや間仕切り、毛布などの物

品を追加で備蓄させてもらいたい旨、校長会にて

説明をしてございまして、今後、避難所マニュア

ル作成のための学校訪問時に追加備蓄品について

具体的に調整していく予定でございます。

◎３番（志村 洋子委員） 最後に意見を申し上

げて終わります。

本事業は、弘前市地域防災計画の中核を担うも

のであると認識しております。しかし、公助によ

る備蓄には限界がありますので、市民一人一人が

自助をしっかり自覚して家庭での備蓄を進めるこ

とが最も重要だと考えます。有事の際に混乱を最

小限に抑えるためにも、日頃から市民の皆様へ啓

発の取組をお願いいたします。

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、日本共産党の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公明

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、奏望会の御

質疑ありませんか。

◎１１番（坂本 崇委員） ９款１項４目、決算

書144ページ、自主防災組織育成支援事業費補助

金について質疑いたします。

この補助金なのですけれども、自主防災組織

の、近年の新規設立の傾向というのを知りたいの

ですが、説明書によると、１団体の交付件数１件

ということだったのですが、近年の新規団体の設

立を、ここ３年ぐらい遡って教えていただければ

ありがたいです。

◎防災課長（福士 智広） 自主防災組織でござ

います。

まず、自主防災組織といいますのは、日頃から

災害に備えるとともに、災害時には被害を最小限

に抑え、その拡大を防止すること及び避難誘導、

救出、救護等を行うことを目的として、町会等を

単位に自主的に組織する組織でありまして、その

構成及び任務が定められた基準におおむね適合し

ているものとして、市長に届け出たものを自主防

災組織ということで認めてございます。

こちら、過去３年間ということですけれども、

令和４年度が１団体、令和５年度がゼロ、令和６

年度が１団体ということになっています。

◎１１番（坂本 崇委員） 現在88団体あると説

明書には書いておりまして、今お聞きしたとこ

ろ、令和６年度、新規団体というのは１件と、ま

たその前の年はゼロ、その前の年は１件というこ

となのですが、88団体ができた後、割とここ最近

は新規団体がなかなか出てきていないという印象

を持つわけですが、この要因についてお聞きした

いと思います。
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◎防災課長（福士 智広） 自主防災組織でござ

いますけれども、各町会を単位として構成するこ

とを通例としておりますけれども、なかなか地域

町会等でも、町会の組織自体が高齢化が進んでい

たりとか、そもそも災害がなかなかないのでそう

いう意識が低いとか、様々な要因があるかと思う

のですが、現状なかなか組織として組織化してい

くのが難しいという声も少し聞いてございます。

◎１１番（坂本 崇委員） 自主防災組織はどち

らかというと、各町会で、単位町会で一つあれば

いいという感じで、これまでは、いろいろな町会

等々に声がけをされてきたのではないかなと思い

ます。

実際にそれで既に88団体ほど自主防災組織があ

るわけなのですけれども、まだつくろうと思って

いたり、つくりたいけれども、なかなか町会の構

成員が高齢化だったりということで、つくるのを

ちゅうちょされているというか、そういう町会が

あると思うのですけれども。この間、そういう町

会の中で話が聞こえてきたのは、単位町会として

できない、物理的にできない、いろいろな事情が

あってできない場合、例えば学区とか、それぞれ

の今の地域で町会連合という細分化した連合会が

あるわけなのですが、その単位で、単位町会では

なくて、そういった近隣の隣接する町会と合体し

た形で地主防災組織をつくれないものかと。それ

であれば、マンパワーが足りないのをみんなで補

い合って、何とかできるのではないかという意見

なども出たりするのですが、そういった形で自主

防災組織を組織するということは可能なのでしょ

うか。

◎防災課長（福士 智広） 自主防災組織でござ

いますが、できる限り一つの町会を単位として結

成することを通例としております。これは、いわ

ゆる地域に密着した生活状況とか、住んでいる方

の情報とか、そういったことが分かったほうがよ

り動きやすいということで、そういう設定として

おりますが、ただ、なかなか今のような高齢化で

あったりとか、組織で難しいということも現実で

ございます。

要項では、その規模、地形等に応じまして、複

数の町会等を単位として一つの防災組織を結成す

ること、もしくは逆に、一つの町会等を区分した

単位として、複数の、いわゆる一つの町会でも二

つの自主防災組織をつくるとか、そういったこと

も例外的には認めてございます。

◎１１番（坂本 崇委員） 地形の話とかいろい

ろあるのですけれども、各町会によって事情とい

うのがそれぞれ異なるわけで、その辺はそれぞれ

の地区、学区とかに合った形で、今後はそういう

視点でもって考えていかないと、なかなか防災組

織が市全体に広がっていかないというのも、今

後、多分ぶつかる壁であるのではないかなと思い

ますので、ぜひ今後はそういう視点も含めて、

困っている町会とか、そういった方たちに御助言

いただきながら、その地域ごとのいい形を模索し

ていただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。

◎１２番（齋藤 豪委員） 決算書143ページで

す。９款１項３目災害対策費12節委託料、防災行

政無線保守点検業務委託料についてお伺いしま

す。

まず、保守点検ということで委託先をお知らせ

ください。

◎防災課主幹（八木橋 達雄） 防災行政無線に

ついてお答えします。

保守点検業務委託の契約先ですけれども、日本

電気株式会社青森支店となっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） 保守点検業務をされ

た防災無線というのは何基ぐらいあるのですか。

◎防災課主幹（八木橋 達雄） 保守点検の対象

の数字ですけれども、同報系の無線、いわゆる外
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で柱を立ててスピーカーがついているという部分

で131基、あと個別の受信機が35台となっており

ます。

◎１２番（齋藤 豪委員） 今の答弁の中で、個

別の受信機というのはどういう受信機になります

か。

◎防災課主幹（八木橋 達雄） 個別受信機です

けれども、土砂災害警戒区域に立地する支所や出

張所などの市公共施設、農協や文化施設、福祉施

設などの関係機関や町会長のお宅などに設置して

いるものであります。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

この防災行政無線は、市内の何％ほどをカバー

できているものですか。

◎防災課主幹（八木橋 達雄） 岩木地区、相馬

地区においては、市町村合併の前からついており

まして、例えばりんご畑の中とかについておるの

ですが、旧弘前については市町村合併の後に設置

しておりまして、主に市立小中学校に設置してい

る形なので、スピーカーも大体500メートルくら

い聞こえるような形のスピーカーをつけておりま

すので、どれくらいカバーされているかといえ

ば、なかなか数字的なものは難しいのですが、相

当、大部分といいますか、かなりの部分でカバー

できているものと考えております。

◎１２番（齋藤 豪委員） 市立小学校単位でと

いうことなのですけれども、私は大和沢小学校な

のですけれども、なかなか防災無線というのは聞

こえづらいのか、ないのか、そういうところに住

んでいます。

最近、気候変動のせいか線状降水帯が発生し

て、新たな水害として内水氾濫ですか、そういう

危険性も、弘前市でまた新たにそういう防災マッ

プも示したようですけれども、そういうところを

カバーしていく予定とか、もしありましたらお聞

かせください。

◎防災課主幹（八木橋 達雄） 今年度の予算に

なりますけれども、今年度予算で防災行政無線の

システムを更新します。これまではデジタルによ

る無線でしたけれども、今年度の予算では携帯電

話の通信網を活用したシステムを導入します。そ

れに合わせて、土砂災害警戒区域内でスピーカー

がまだ設置されていないエリアなどに７か所設置

いたしますので、それで相当のカバー率、相当で

もないのですけれども、カバー率はある程度上が

るのではないかと思っております。

◎１２番（齋藤 豪委員） 先ほど答弁の中に携

帯電話もつないでいただいているというお話があ

りました。一大地区で熊が出たときに、町会長に

確認したのですよ。何かお知らせは来たかと聞い

たら、残念ながら、わ、ガラケーなんだいなと。

スマホではなかったから、登録できなかったとい

う町会長でした。

熊出没もいわゆる災害だと思うのですよ。防災

無線があれば速やかに、どこどこに、齋藤さんの

家の近くで熊が出たという放送をしてもらえれ

ば、住民の人は本当に気をつけると思うのです

よ。あいにく一野渡で出たときは土曜日でして、

ＪＡが休みでした。ＪＡは無線を持っているので

すけれども、結局ＪＡの無線を使うこともできず

に、役所の農村整備課の軽自動車が来て放送はし

てくれたのですけれども、事故発生から２時間、

３時間置いてからの啓発、放送して歩いてくれ

た。ただ来てくれただけでもありがたい話なので

すけれども。

そういう災害級のいろいろな出来事というのは

増えていますので、もし可能であれば、今後そう

いう防災無線がカバーできていない部分をしっか

りとカバーしてもらえるような方向で考えてもら

えればと思います。よろしくお願いします。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、奏望会の
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御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって、９款消防費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 10款教育費に対す

る理事者の趣旨説明を求めます。

◎教育部長（森岡 欽吾） 10款教育費の決算に

ついて御説明申し上げます。

決算書の144ページから148ページの１項教育総

務費は、教育委員会や事務局の一般管理費のほ

か、教育指導に係る経費であり、予算現額10

億2079万2000円に対しまして、支出済額は９

億8941万7960円で、不用額は3137万4040円となっ

ております。

148ページから152ページの２項小学校費は、市

立小学校32校に係る学校管理費、教育振興費及び

学校建設費であり、予算現額31億3563万3853円に

対しまして、支出済額は24億2855万3602円、翌年

度繰越額は６億650万7000円で、不用額は１億57

万3251円となっており、翌年度繰越額は、石川

小・中学校等複合施設整備事業及び小学校校内通

信ネットワーク整備事業などに係るものでありま

す。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

149ページの１目学校管理費10節需用費の514

万5252円は、小学校の光熱水費が見込みを下回っ

たことなどによるものであります。

151ページの３目学校建設費14節工事請負費

の7091万8163円は、石川小学校旧校舎解体工事等

の契約差額などによるものであります。

152ページから154ページの３項中学校費は、市

立中学校16校に係る学校管理費、教育振興費及び

学校建設費であり、予算現額24億7518万5576円に

対しまして、支出済額は21億498万2791円、翌年

度繰越額は２億5024万2000円で、不用額は１

億1996万785円となっており、翌年度繰越額は、

石川小・中学校等複合施設整備事業及び中学校校

内通信ネットワーク整備事業に係るものでありま

す。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

152ページの１目学校管理費10節需用費の519

万1816円は、中学校の光熱水費が見込みを下回っ

たことなどによるものであります。

154ページの３目学校建設費14節工事請負費

の7714万6523円は、石川中学校旧校舎解体工事等

の契約差額などによるものであります。

154ページから169ページの４項社会教育費は、

社会教育や文化財保護に係る経費であり、予算現

額25億3148万6000円に対しまして、支出済額は23

億5186万5969円で、翌年度繰越額は１億403

万8051円、不用額は7558万1980円となっており、

翌年度繰越額は、史跡大森勝山遺跡休息便益施設

整備事業及び百石町展示館空調機器更新工事など

に係るものであります。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

166ページの６目文化会館費10節需用費の724

万2880円は、文化会館の光熱水費が見込みを下

回ったことなどによるものであります。

167ページの８目市民会館費10節需用費の531

万3415円は、弘前市民会館の光熱水費が見込みを

下回ったことなどによるものであります。

168ページの10目美術館費10節需用費の546

万4166円は、弘前れんが倉庫美術館の光熱水費が

見込みを下回ったことなどによるものでありま
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す。

169ページから175ページの５項保健体育費は、

スポーツ振興に係る経費のほか、学校保健及び学

校給食に係る経費であり、予算現額29億5487

万9272円に対しまして、支出済額は27億9694

万9054円で、翌年度繰越額は6002万2400円、不用

額は9790万7818円となっており、翌年度繰越額

は、岩木山百沢スキー場受変電設備更新工事及び

中学生自転車用ヘルメット購入費助成金などに係

るものであります。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

169ページの１目保健体育総務費３節職員手当

等の661万1858円は、職員手当等が見込みを下

回ったことによるものであります。

172ページの２目体育施設費14節工事請負費

の968万2868円は、社会体育施設整備工事の契約

差額などによるものであります。

174ページの４目学校給食総務費12節委託料

の945万4592円は、西部学校給食センターの調理

等業務委託の契約差額などによるものでありま

す。

175ページの５目学校給食材料費10節需用費

の2062万2516円は、給食の提供数が学級閉鎖など

により、当初の見込みを下回ったことなどによる

ものであります。

以上で、10款教育費の説明を終わります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本款につきまして

は、９名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、弘前さくら未来。

◎２番（工藤 裕介委員） それでは、私から10

款５項５目、決算書175ページの学校給食賄材料

費について質疑させていただきます。

私は、以前より一般質問においても、学校給食

の公共調達が地域に果たす役割、重要性というこ

とを何度か質問というか、意見を言わせていただ

いておりました。その中でも、今回、この賄い材

料費の中で、我々弘前市が誇るりんごという観点

で質疑をさせていただきたいと思います。

特に今年植栽150周年ということで、改めてこ

のりんごについて市民も見つめ直して、より愛し

て守っていくために大事な年だと思っておりま

す。その中で、学校給食にりんごの生果というも

のがこれまでも使われてきて、子供たちも楽しん

できているところで、私の娘も今小学校にいるも

のですから、りんごが出ると、給食を楽しみに学

校に行っているわけですけれども、これまで、令

和５年度まで相馬村農協が随意契約で、ずっとこ

こ数年納めてきていた生果が、昨年度から、りん

ごの生果は随意契約ではなくなったということを

聞き及んでおりますが、その内容はどういうこと

になっているのかお伺いいたします。

◎学務健康課保健給食係長（境 麻紀） 様々な

食材が大きく値上がりする中で、学校給食は限ら

れた給食費の中で食材を調達する必要があります

ので、献立の工夫やおかずやデザートなどの規格

のほか、生食用のりんごにつきましても見直しの

対象としたところです。生食用りんごにつきまし

ては、市の登録業者の対象を市内から県内に広げ

て検討したところ、弘前産のりんごを安定して供

給可能な業者があったことから、令和６年度はそ

れまでの随意契約から、指名競争入札による調達

に切り替えたものです。

◎２番（工藤 裕介委員） 恐らく金額的なとこ

ろとか、いろいろな兼ね合いがあってということ

で、対象を市内から県内に広げて検討したという

ことだと思うのですが、弘前産のりんごを安定し

て供給可能な業者ということでしたので、そこに

関しては非常に安心できる内容だとは思うのです

けれども、結局今りんごの価格も非常に高騰して

いて、これは本当に極端な物言いになってしまう

かもしれないのですが、これがエスカレートして
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いくと、せっかくの弘前市が誇るりんごが学校給

食において、万が一ニュージーランド産とか、本

当に極端な言い方ですけれども、こういうことに

なってしまう可能性もなきにしもあらずなのかな

と、どうしても思ってしまいます。それは何とか

避けていただけると思っておりますが、指名競争

入札になって、私も、いろいろな業者からこの入

札に関しての生果の規格が厳し過ぎて、札を入れ

たいけれどもなかなか厳しいのだという声をたく

さん聞いておりました。ここのそういった内容

を、非常に厳しいと思うのですが、どのようにお

考えかお聞かせください。

◎学務健康課保健給食係長（境 麻紀） 給食で

提供する生食用りんごの仕様につきましては、弘

前産であることや、あと、つる割れやさび果も可

能としておりますが、発注単位を10個ごとにして

いることや、給食センターへ納品する１週間前ま

でに、サンプルとして二、三個事前提出していた

だくことなどを条件にしております。

学校給食につきましては、調理、配送から子供

たちが食べるまでの時間や、食品の安全管理に基

準がありまして、限られた時間で安全な給食を提

供するための規格を設けておりますので、学校給

食という事業の性質上、その基準を設けることに

御理解いただきたいと思います。

◎２番（工藤 裕介委員） そうですね。確か

に、先ほども申しましたが、前から学校給食の質

疑をさせていただく中で、非常に献立の作成から

物すごく大変な工程があるということも聞いてお

ります。

ただ、実際に札を入れたいという業者からもサ

ンプルを持っていくとか、その辺が手間なのだと

いう声も聞いていて、ただ一方で、確かにサンプ

ルは学校給食においては間違いなく必要だと私も

思っておりますが、市内の業者とヒアリングをし

たり、もっと市内の業者を参入しやすくするべき

だと、何かしらの策を講じるべきだとは思ってお

りますが、その辺りについていかがお考えかお伺

いいたします。

◎学務健康課保健給食係長（境 麻紀） 学校給

食の賄い材料の調達につきましては、規格外野菜

など特別な事情があるものを除いて、市の指名登

録業者から選出しており、毎日約１万食の給食を

事故なく提供するために、安定した食材の納品も

求められております。したがいまして、業者の選

定方法につきましては、それらを踏まえて、今後

も研究してまいりたいと考えております。

◎２番（工藤 裕介委員） そうですね、生果の

ことは分かりました。

何とかもう少し市内の業者も、自分の子供が学

校に通われているような方もいらっしゃると思い

ますので、そういう方は自分が納めるりんごを子

供が食べてくれたらうれしいなとか、いろいろそ

ういうふうに何とか納めてみたいなと思っている

方もいらっしゃると思うので、その辺りを、今、

研究という言葉を頂きましたが、今後、より札を

入れやすいというか、参加しやすいように検討し

ていただきたいと思います。

そしてもう一つ、りんごの生果とりんごジュー

スというものも、ずっと子供たちが親しんで楽し

んできたものだと思うのですけれども、頂いた資

料で、基本的に大体年間５回提供があったのかな

と。ただ、令和６年度に関しては、年間で３回の

提供ということで、資料上確認できているのです

けれども、恐らく昨年から給食の無償化がある中

で、何かしらそういった関係性もあったのかなと

も思うのですが、そこの内容が分からないので、

そこと比較するために、令和６年度が３回だった

ということとも比較するために、令和７年度のこ

とも参考としてお聞きしたいのですけれども、令

和７年度においては、３回の提供が予定されてい

て、この計画が７月、８月、10月という資料を頂
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いているのですが、恐らく12月も、これまでの流

れでいくと提供予定になるのかなと思うのです

が、今回、参考として、令和７年度において、中

学生だけジュースの容量を増加させているのです

けれども、その理由を、令和６年度との比較のた

めに教えてください。

◎学務健康課保健給食係長（境 麻紀） りんご

ジュースの量を増加させましたのは、令和７年度

からになりますが、令和６年度以前より、牛乳の

量と比較して、りんごジュースの量が少ない、増

量してはどうかという意見が学校から出ているこ

とを栄養士から確認していたので、令和７年の７

月と８月に、中学生に提供するりんごジュースの

量を、給食１食の単価や、小学生・中学生の摂取

エネルギー量などを勘案して、牛乳とおおむね同

量の200ミリリットル程度に増加しました。

提供するメニューにつきましては、限られた予

算の中で今後も工夫してまいりたいと考えており

ます。

◎２番（工藤 裕介委員） 分かりました。

答弁の中で、給食１食の単価という文言があり

まして、現在、小学校320円、中学校360円、40円

の差があると。この予算内でやらねばならないか

ら、中学生だけやった部分があるということは理

解できましたが、ということは、125ミリリット

ルの小学生、これまで、令和６年までに入れてい

たものと比較しても、今年度初めて導入した200

ミリリットル程度の中学校のもののほうが落札価

格が高かったという認識で、そのために、同じ値

段であれば別に小学校も一緒にやればよかったわ

けですから、そういう認識でよかったですか。

◎学務健康課長（原 直美） りんごジュースの

量が増加したことについての御説明をさせていた

だきます。

令和７年の７月、８月の２か月について、中学

校で125ミリリットルから200ミリリットルにした

ものについては、入札価格というよりは設計の段

階で量が多いので、200ミリリットルのほうが単

価を高く設計しておりますので、それも含めて栄

養士等がバランスの取れた献立を考えるというこ

とで設計したものでございます。

◎８番（樋川 篤子委員） お願いします。

順番を間違えて出して、款項目、この通告どお

りでいきます。

10款２項１目、決算書148ページと152ページ、

これは小学校と中学校で分かれて同じ内容です。

説明書は206ページになります。学校図書館図書

整備事業と学校司書配置研究事業について伺いま

す。

これは文部科学省が令和４年から令和８年にか

けて、第６次学校図書館図書整備等５か年計画と

いうのを出していて、これがまずは図書を適正に

配置、新聞も配置、あと司書も配置という三つな

ので、この上の二つを一緒に質疑させていただき

ます。

まず、この図書整備事業の目的について教えて

ください。

◎学務健康課学務係長（中谷 愛） 図書整備事

業の目的は、古い図書を廃棄しながら、計画的に

図書を更新し、児童生徒の読書活動や主体的学習

の拠点となるように、様々なジャンルの図書でバ

ランスの取れた構成となるように、図書の整備・

充実を図ることを目的としています。

◎８番（樋川 篤子委員） 図書を選ぶのは、学

校ごとに選ぶことになりますか。

◎学務健康課学務係長（中谷 愛） 各学校で

は、図書担当教員が中心となり、各学校の特色や

取組に応じて、各学年で必要な図書や各教科で必

要な図書を複数人で選んでいると聞いています。

◎８番（樋川 篤子委員） その図書担当教員の

方の負担が大変だと、担任も持ちながらという話

も前からあります。そこで、司書なのですが、学
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校司書は今２名おりますが、学校司書の業務・役

割についてお伺いします。

◎学務健康課学務係長（中谷 愛） 学校司書

は、業務に当たっては司書教諭と共に進めてお

り、学校図書館の環境整備や図書館を活用した授

業の支援、児童生徒の読書活動の推進に係る取組

など、学校図書館の管理や運営に関することを

行っております。

◎８番（樋川 篤子委員） 本が増えたからそれ

を本棚に並べればいいということでもないと思う

のですね。今いる司書の方が言うには、どうも先

生方は、司書の仕事は、要らない本を選んで、あ

とは新しいものを入れてという事務作業的に思っ

ている先生もいなくはないと聞いていて、ただ、

司書の方は本に親しんでほしいからブックトーク

とかをやるわけなのですけれども、ブックトーク

をとある中学校でやったときに、すごく興味を

持った生徒が、これはどこで買えるのですかと

言ったと。それはそこの中学校の本なのですね。

なので、司書がいてこそ、こういう本があると

か、お薦めの本を聞けるというところで、両方で

やっていかなければいけないと思います。本を増

やさなければいけない、それを考えると、ブック

トークで拠点校からほかの学校にも行っています

けれども、平等に全部に司書の方がいるというの

が必要だと思うのです。現状の司書の配置、今の

ままでいいとお考えでしょうか。

◎学務健康課学務係長（中谷 愛） 現状の学校

司書２名で行う支援には限界がありますので、学

校司書の体制の拡充は必要であると認識しており

ます。引き続き、学校司書配置研究事業の成果や

課題を検証し、学校図書館の効率的・効果的な利

用促進と教員の負担軽減を目指してまいります。

◎８番（樋川 篤子委員） ありがとうございま

す。

なかなか難しいとは思うのですが、ブックトー

クのところを増やしたり、ただ勤務時間も限られ

ていますので、１人増えるだけでも大分違うかな

と思いますし、あとは今まで拠点校にいた学校の

先生方が司書を見て、こういうふうにやるのだと

いうのが分かって、次の学校に移ったときに司書

のやり方を知っているという広まりもあるので、

ただ人数としてはもっと増やしていく方向にいけ

ばいいなと思いますので、そこはお願いします。

次、10款１項３目、決算書は146ページ、説明

書は同じく206ページになります。未来をつくる

子ども育成事業についてお伺いします。

教育委員会が出している令和６年度教育に関す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告

書というのがあるのですけれども、2024年の重点

的な取組として、子供たちにＳＤＧｓと健康の意

識づけを図るとされているのです。これはこの事

業に関して書いていました。具体的にＳＤＧｓと

健康の意識づけ、このためにどのような事業が追

加されたのでしょうか、お知らせください。

◎学校指導課長（工藤 利彦） 未来をつくる子

ども育成事業においては、現代的な諸課題に対応

して求められる資質・能力の育成に関する事業な

ど、四つの事業種を示し、それに合致する学校独

自の事業に対して支援を行っておりますが、健康

都市弘前、ＳＤＧｓ未来都市の実現に向けた事業

種を新たにその四つに追加することはせず、支援

を希望する学校が四つの事業種のいずれかに市の

主要事業と関わらせた事業計画を立案し、申請さ

れた内容と予算額を審査した上で支援を決定して

まいりました。

新規事業につきましては、健康都市弘前の実現

を目指した事業について三つ、ＳＤＧｓ未来都市

の実現に向けた事業について三つ、また、健康都

市弘前、ＳＤＧｓ未来都市の両方に関連させた事

業も一つあり、文化祭のねぷた運行に向けて燃料

型発電機を蓄電池型ポータブルバッテリーに変更
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した脱炭素ねぷたを作製したり、手作りのミニ金

魚ねぷたを地域のお年寄りや障がい者施設に配付

して地域住民の心の健康を充実させたりした取組

がありました。

効果といたしましては、いずれの学校からも､

｢自分が取り組めそうな目標を見つけて、全校児

童が実践しようとする意識が高まった｣｢畑の中の

生態学、地球温暖化によるりんご栽培の変化など

を学び、知識を深めることができた｣｢地域の役割

の大切さや講師の生き方、考え方に共感し、将来

の展望を考えることができた」などの成果が声と

して挙げられていたものです。

◎８番（樋川 篤子委員） 前に議会で議論され

ていた中で、この事業に関して、教科として取り

入れているところと、あとは総合的なもので取り

入れているところがあるということでした。あと

でまた、今後の次期学習指導要領のことも言いま

すが、この事業自体はメニューがあって選ぶの

か、それとも、こういうものをやりますよという

のを誰かが考えてつくるのかというのは、教育委

員会がこのメニューですと示しているものではな

いということですか。

◎学校指導課長（工藤 利彦） 教育委員会が具

体の内容を示しているものではなくて、学校でそ

れぞれの地域の実態等も含めて独自に考えたもの

を検討して挙げてきているものとなっておりま

す。

◎８番（樋川 篤子委員） この四つの事業種と

いうのが、簡単に言うと、１番目が地域を担う人

づくり、体験学習、２番目が主体的・対話的なも

の、３番目が現代的な諸課題に対するもの、４番

目がカリキュラムマネジメントでよろしいでしょ

うか。これの中で、実際にどの分野の事業が人気

だったというか、多く行われましたか。

◎学校指導課長（工藤 利彦） 令和６年度に支

援した全53事業のうち、最も多く支援した事業種

は、地域を担う人づくりに関する事業、体験活

動、キャリア教育の充実であり、26の事業を支援

しました。その多くは、地域住民や外部団体を講

師として招聘したりんごや米、清水森ナンバなど

の栽培活動、ねぷたの製作からはやしの練習、運

行までの一連の活動、地域の遺跡についての調査

活動やイベントへの参加、調べた内容を情報発信

する活動、地域に伝わる伝統芸能等を体験して発

表する活動などの体験活動に取り組んできたもの

であります。

◎８番（樋川 篤子委員） 令和６年、1,053事

業のうち半分くらいかな、体験活動というものに

使われていて、教育長が言っているとか、そうい

う体験を重視となれば、そういうところに学校側

も目がいっているのかなと思いました。

２番目が、現代に求められる資質・能力の育成

であると、資料を頂いて、これが２番目かと思う

のです。この二つについて、最後申し上げます。

体験と今後求められる資質という部分ですね。

体験というのは、弘前市という恵まれた環境の中

で、都会では体験できない、いろいろな体験がで

きる、これはすごくいいことで、体験活動は大事

だと思うのです。

一方、令和２年、３年の学習指導要領改訂のと

きに、プログラミング教育を重視しろと新しく

入ったのですが、ちょっと弘前市はプログラミン

グに関しては弱いかなということを感じていま

す。ただ、現代に求められる資質というところが

人気だと、その辺にも向いているなというところ

があるので、今、総合計画に2026年実施のものと

して、2024年４月に教育版マインクラフト導入と

書いていたのですけれども、2025年４月になった

ら改訂されてそれが消されたのですね。今回、高

校生、大学生によるプログラミング教育普及推進

の事業というのが、弘前市の１％システムで高得

点で採択されて、審査員の方も学校で取り入れて
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ほしいという話がありました。

ですので、今、次期学習指導要領に調整授業時

間数制度というので、より柔軟に教育課程の編成

ができるようになると思うので、この事業をぜひ

活用して、もっと具体的に、例えばプログラミン

グとか、例えば体験というものとか、もう少し、

この４項目を分かりやすい形で示して、どんどん

学びにつなげていっていただきたいと、大きい影

響を与えると思います。この事業のさらなる拡大

を求めます。

◎１０番（成田 大介委員） よろしくお願いし

ます。

私からは、10款１項４目、決算書148ページ、

説明書の205ページであります。インクルーシブ

教育システム推進事業についてお聞きいたしま

す。

まず、令和６年度の職員、学びの協力員とおっ

しゃるのですよね。学びの協力員は５名だったと

思うのですけれども、このように書いているので

すが、この人数は適切だったかどうかお聞かせく

ださい。

◎教育センター所長（前田 清幸） 学びの協力

員の人数でありますけれども、例年は４名体制で

ありました。令和６年度は年度末の御勇退が決

まっている方が１名いたため、５名体制といたし

ました。なお、今年度は再び４名体制となってお

ります。

市立全小中学校48校を分担して訪問しているた

め、今後人材の確保に努めてまいります。

◎１０番（成田 大介委員） 私は予算決算常任

委員会でも何度か学びの協力員については、

ちょっとお願いをしてきた部分もあったかと記憶

しているのですが、各学校からの派遣要請という

のには十分対応されているのかどうかお聞かせく

ださい。

◎教育センター所長（前田 清幸） 派遣要請に

は可能な限り速やかに、そして、学校のニーズに

応じるため、豊富な経験に基づく専門的な知見か

ら指導助言を行っているため、十分に対応できて

いると捉えております。

◎１０番（成田 大介委員） そして、これはイ

ンクルーシブ教育という言葉も、ＮＨＫなどでも

様々特集されたりしながら、かなり聞き慣れた言

葉にもなってきているかと思うのですけれども、

各学校の反応というものは何か聞いているかどう

かお聞かせください。

◎教育センター所長（前田 清幸） 学びの協力

員による助言は、校内の支援体制のほか、児童生

徒に対する指導や配慮事項について具体的な指導

助言を行っているため、管理職、学級担任から、

非常に参考になっているとの感想を頂いておりま

す。

◎１０番（成田 大介委員） 派遣要請について

は、もう少しこうしてほしいなとかという要求的

なものというのは来ているかどうかお聞かせくだ

さい。

◎教育センター所長（前田 清幸） 学びの協力

員による定期訪問、特別支援学級訪問のほかに、

例年、学校から派遣要請があります。学校からの

質問や要望に応じる随時派遣という形や、校内研

修の講師としての派遣を行っております。

◎１０番（成田 大介委員） 学びの協力員が例

年は４名だと、昨年度は５名だったところで、こ

ういう専門的な知見を持った先生というか、協力

員にお願いするのはすごく難しいイメージがある

のですけれども、今後、それ以上増やしていく、

あるいはそういう協力員をもう少し探していくと

いうか、増やしていくというか、そういう人材の

確保というのはできるものかどうかお聞かせくだ

さい。

◎教育センター所長（前田 清幸） 専門的な見

識を有する学びの協力員を継続的に確保していく
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ことにつきましては、容易ではないと捉えており

ます。よって、現在の学びの協力員等の情報や協

力を得ながら、今後の人材確保に努めてまいりま

す。

◎１０番（成田 大介委員） これについては、

今のところは何とか要望に応じることができてい

るところもあるのでしょうけれども、一方で現場

ではなかなかいっぱいいっぱいだという話も聞こ

えてくるので、せめて５名体制で常にやってもら

いたいなと私は思うわけですが、その辺、最後に

お願いをしたいと思いますがいかがでしょうか。

◎教育センター所長（前田 清幸） 人数的なこ

とは現状では足りておりますと言えるところであ

りますけれども、今年度は特に学校からの随時派

遣要請が増えております。ですから、今後も人材

が不足することがないよう、人材の確保に努めて

まいりたいと思います。

◎１０番（成田 大介委員） それでは、次に10

款１項４目、これも決算書148ページ、説明書205

ページであります。ＩＣＴ活用教育推進事業につ

いて質疑いたします。

これは、ＩＣＴ支援員ということで、学校に支

援員が訪問したときの効果について、また、訪問

回数のばらつきが多少見られると思うのですけれ

ども、どのように公平性を保ったのかお聞かせく

ださい。

◎学校整備課長（安田 広記） ＩＣＴ支援員の

関係でございます。

まず、効果についてですけれども、ＩＣＴ支援

の訪問に対して、初めは基本的な操作支援であっ

たり、設定の問合せが主なものでしたが、最近は

授業の狙いに合わせた様々な活用事例であった

り、校務に関する問合せをするなど、より高度的

な専門性を求めるようになってきております。

また、ＩＣＴに苦手意識のあった教職員も、Ｉ

ＣＴ支援員がクラスに入って授業支援をすること

でＩＣＴを活用した授業づくりに積極的になって

きており、活用の不安軽減に結びついているもの

と考えております。

また、訪問回数のばらつきについてですけれど

も、ＩＣＴ支援員につきましては、先ほども申し

ましたが、授業支援もございます。令和４年まで

は、ＩＣＴ支援員が全ての学校に一律で訪問する

という形を取っておりましたが、大規模校から全

ての学級に支援が行き渡らないという意見があり

ましたので、令和５年度からは、学級規模、クラ

ス数に応じて訪問回数を変えることで、支援が行

き渡らない学級が少なくなるよう公平性を保った

ものでございます。

◎１０番（成田 大介委員） 学校ＩＣＴ活用を

支援するヘルプデスクを開設というところで、こ

のＧＩＧＡスクール運営支援センターというもの

について、この実効性をどのように考えているの

か、評価と課題等をお聞かせいただければと思い

ます。

◎学校整備課長（安田 広記） ヘルプデスク運

営支援センターについてですが、児童生徒が使う

１人１台端末であったり、教職員が指導で使うＩ

ＣＴ機器の活用を支援するために設置された相談

窓口でございます。

こちら、電話やメールなどで、端末の操作方法

や不具合の受付、アプリの利用方法、情報セキュ

リティーに関する問合せなどに対応して、トラブ

ル解決を支援することで、学校現場のＩＣＴ活用

を円滑に進めることを目的に実施してまいりまし

た。

しかしながら、問合せ件数につきまして、開始

初年度―令和５年度になりますけれども、初年

度が285件、昨年度におきましても139件と少な

く、これに対して現場に利用を調査したところ､

｢どのようなときに利用していいのか分からない｣

｢専門業者とのやり取りになってしまうので不安
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がある」また、機器の故障など問合せにつきまし

ては､｢一度問い合わせただけでは解決することが

なく、逆に時間を要する」といった意見や、ＩＣ

Ｔ支援員の訪問も同時に行っておりましたので、

ＩＣＴ支援が訪問した際に問合せをすることで、

逆に具体的に画面を見ながら聞けたり、すぐ回答

を得られるということで､｢次のＩＣＴ支援員の訪

問を待つ」といった意見もございました。

なお、この事業につきましては、国の有利な財

源を基に実施しておりましたが、この財源も昨年

度で終了しておりましたので、教育委員会といた

しましても、ＩＣＴ支援員の訪問のほうが、より

教職員に対する支援が届きやすいのではないかと

いうことで、今年度はＩＣＴ支援員の派遣回数を

増やすこととして、本事業を終了しております。

◎１０番（成田 大介委員） そしてこれ、短焦

点プロジェクターを特別教室用として150台を配

備というところなのですけれども、これについ

て、導入の効果というものと、そしてまた、普通

教室への導入実績はあるのかお聞かせください。

◎学校整備課長（安田 広記） 短焦点プロジェ

クターの導入の効果と普通教室の導入につきまし

てですが、短焦点プロジェクターにつきまして

は、平成28年度と令和元年度に普通教室において

活用できるよう配備しております。

また、こちらを使って授業等をしておりました

が、近年は様々な点で活用が進んでおりまして、

特別教室でも活用されていることから、昨年度、

青森県学校における働き方改革推進事業費補助金

というものを活用させていただきまして、特別教

室用として、市立小中学校全校に追加配備したも

のでございます。

今回導入したプロジェクターにつきましては、

無線接続が可能となっており、学校からはこれま

での有線接続に比べて、教職員の負担が若干なが

ら軽減したと伺っております。

なお、普通教室用として配備したプロジェク

ターにつきましては、平成28年度及び令和元年度

ということで、老朽化により不具合が発生してき

ている台数が増えてきております。授業に支障を

来すおそれも出てきておりますことから、今後、

無線接続可能なものに更新していきたいと考えて

おります。

◎１０番（成田 大介委員） 今、特別教室用の

ものは最新式だけれども、普通教室用のものは、

いろいろと不備、更新の時期にも入ってきている

ということで、これは教育の公平性や平等性とい

うところでも、しっかりと更新に向けて予算をつ

けていただきたいなと思います。これは終わりま

す。

最後は、10款１項４目、決算書148ページ、説

明書は209ページになります。フレンドシップ事

業についてでございます。

通室生のうち84％が復帰しているということな

のですけれども、まずその内訳をお聞かせくださ

い。

◎教育センター所長（前田 清幸） 令和６年度

の内訳といたしましては、学校への再登校につな

がった児童生徒が全通室生53名中６名、フレンド

シップルームに通室しながら学校へ部分登校する

ようになった児童生徒が39名となっております。

また、中学校３年生の通室生21名は全員が高等

学校に進学しております。

◎１０番（成田 大介委員） この不登校の復帰

率ということでいけば、全国平均は文科省で出し

ている数字によると85.1％という、これは高校の

進学率ということなのですけれども、残り16％に

対しては、今後どのように指導していくのかお聞

かせください。

◎教育センター所長（前田 清幸） フレンド

シップルームにおいては、通室生が学校復帰する

ことのみを目標にするのではなく、自らの進路を
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主体的に捉えて社会復帰を目指すことができるよ

う支援しております。

一人一人の実態によっては、フレンドシップ

ルームに通室することも、心を休めて家でゆっく

り過ごす時間も、休養や自分を見つめ直す期間に

なり得るということを十分に配慮しながら、在籍

校と連携した支援が大切であると捉えておりま

す。

◎１０番（成田 大介委員） 質疑しようと思っ

ていたこと、二つほど聞きたかったことを飛ばし

たいと思います。

これについて、通室生の改善の要望等は何かご

ざいますでしょうか。

◎教育センター所長（前田 清幸） フレンド

シップルームは、弘前市総合学習センター内に設

置されておりますけれども、施設から遠方の保護

者からは、もっと近いところにあると通いやすい

という声がありました。こういった声を、通室の

きっかけをつくったり、機会を広げるための岩木

サテライトデーの実施につなげることができまし

た。

◎１０番（成田 大介委員） 全国的に不登校と

いうのは増えているというところも聞いておりま

すし、この不登校という呼び方自体がどうなのか

という議論も出てきていると思うのですけれど

も、もしかしたら増加傾向というのはどこの地域

も変わらないかもしれないのですが、今後どのよ

うな考えがあるのかお聞かせください。

◎教育センター所長（前田 清幸） フレンド

シップルームに通室する人数は、近年は50人を超

える水準で推移しており、これまでと同様の対応

を続けることができるか、少し懸念しておりま

す。

しかしながら、今後も教育センター相談支援

チームが保護者相談に対応し、学校、関係機関と

の連携を図りながら、学校に行きづらさを感じて

いる児童生徒が心身ともに安定した状態となり、

不登校の状態が長期化しないよう支援に取り組ん

でまいります。

◎１０番（成田 大介委員） これは最後の質疑

です。

決算ということで、令和６年度に始まった新し

い取組等があれば、最後にお聞かせいただきたい

なと思います。

◎教育センター所長（前田 清幸） 令和６年度

の新しい取組といたしましては、農政課の農福学

連携促進事業を、フレンドシップルームにおける

自然ふれあい体験として、りんご農作業体験を年

３回実施しました。また、市民協働課の弘前リー

ドマン認定・派遣事業を活用し、りんご栽培体験

を通した調理実習を実施しました。

◎１０番（成田 大介委員） これは意見といい

ますか、岩木サテライトデーはいろいろと小耳に

挟んで、前教育センター所長ともいろいろと話も

させていただいたときもあったのですけれども、

遠くから来るお子さんがなかなか通えないという

のは相変わらず一つの課題でありますので、岩木

サテライトセンターで２回行ったということなの

ですけれども、これに関しては、いろいろ地域を

考えながら、今後もしっかりと続けてほしいなと

お願い申し上げて終わります。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） お諮りいたしま

す。

審査の途中ではありますが、本日の審査はこれ

までにとどめ、29日、引き続き10款教育費から審

査することにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認

め、29日、引き続き10款教育費から審査すること

に決定いたしました。
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──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上をもって、本

日の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、29日午前10時開議

といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時４２分 散会〕
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委 員 長 外 崎 勝 康
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